
（平成２２年１２月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 25 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 18 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1821 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 48年２月、同年３月及び 50年１月から同年３月までの期間の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年２月及び同年３月 

             ② 昭和 50年１月から同年３月まで 

私の実家では、家族全員国民年金に加入し、毎月末日に祖父が村の公民館

に全員の保険料を納付しに行っていた記憶がある。 

昭和 48年４月にＡ市へ転居した後は、平成 21年＊月に亡くなった主人と

一緒に集金人に国民年金保険料を納付していた。私の両親及び夫に国民年金

保険料の未納期間は無く、私だけ申立期間の国民年金保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当時申立人と同居していたとする申立人の両親は、

国民年金制度発足当時から国民年金に加入し、国民年金保険料を 60 歳到達

前月まで全て納付していることから、申立人の家族全員の保険料を納付して

いたとする申立人の祖父は、保険料の納付意識が高かったものと認められる。 

また、申立人の両親の申立期間①の国民年金保険料は納付済期間になって

いることから、申立人のみ申立期間①の保険料が未納期間になっていること

は不自然である。 

さらに、申立人が所持する年金手帳及びＢ町（現在は、Ｃ市）保管の国民

年金被保険者名簿により、厚生年金保険と国民年金との切替手続が同町から

Ａ市へ転居する昭和 48 年４月前に行われたことが推認できることから、申

立人の申立期間①の国民年金保険料は、同町で現年度納付することができた

ものと考えられ、保険料納付意識が高かった申立人の祖父が、申立人の保険

料のみ納付しなかったものとは考え難い。 



２ 申立期間②について、申立人の夫は、20 歳から 60歳までの 480か月、国

民年金に加入し、保険料を全て納付していることから、保険料納付意識が高

かったものと推認できる。 

また、申立人と申立人の夫の国民年金保険料の納付月が確認できる昭和

60 年４月から、保険料は同一月に現年度納付されていることから、申立人

とその夫の保険料を一緒に納付していたとする申立内容に不合理な点は見

当たらない。 

さらに、申立人の国民年金保険料と一緒に納付していたとする申立人の夫

の申立期間②の保険料は納付済期間になっていることから、申立人のみ申立

期間②の保険料が未納期間になっていることは不自然である。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1822 

 

第１ 委員会の結論                              

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年１月から 38 年３月までの期間及び

39年４月から 40年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 36年８月から 38年３月まで 

            ② 昭和 39年４月から 40年３月まで 

    私の家はＡ業を営んでおり、私が 20 歳になった時に私の父親が私の国民

年金の加入手続を行ってくれ、その保険料については、父親がＢ社の預金口

座から、年１回税金等の支払と一緒に家族分をまとめて引き落として納付し

てくれていたと記憶している。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身が 20 歳になった時、申立人の父親が国民年金の加入手続を

行ってくれたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同

手帳記号番号の被保険者状況調査により、昭和 39 年４月頃に払い出されたも

のと推認でき、申立人の父親は、この頃に申立人の国民年金の加入手続を行っ

たものと考えられることから、当該払出し時点で申立期間①のうち、37 年１

月から 38年３月までの国民年金保険料を納付することが可能である。 

また、Ｃ町の被保険者名簿により、昭和 43年度から 47年度までの申立人及

び申立人の両親の国民年金保険料納付年月日が同一であることが確認できる

ことから、申立人が国民年金の被保険者資格を取得してからは、その父親が、

自身のＢ社の預金口座から申立人と他の家族の保険料を一緒に納付していた

ものと推認できるところ、申立期間②の 39 年度の保険料について、オンライ

ン記録では父親のみが納付済みとされているが、Ｃ町の被保険者名簿では申立

人及びその両親は全て保険料の未納期間とされており、行政側の記録管理に不

備がみられる上、父親の保険料のみが納付済みとされているのは不自然である。 



さらに、申立人の両親は、行政側に記録管理の不備がみられる昭和 39 年度

の母親の国民年金保険料を除き保険料の未納期間は無く、申立期間②の後の期

間については、申立人及び昭和 40 年３月に申立人と婚姻した申立人の妻の国

民年金保険料に未納は無いことから、申立人家族の保険料を納付していたとす

る申立人の父親は保険料の納付意識が高かったものと認められる。 

しかしながら、上述のとおり国民年金手帳記号番号の払出時期が昭和 39 年

４月頃と推認できることから、申立期間①のうち、36年８月から同年 12月ま

での保険料は時効により納付できなかったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 37年１月から 38年３月までの期間及び 39年４月から 40年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



北海道厚生年金 事案 3100～3114（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（＜標準賞与額＞（別

添一覧表参照））に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞

与額＞（別添一覧表参照）に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年８月 13日 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、Ａ社に係る申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社

は、既に年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により

納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されていないので、年金が給

付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された諸給与支払内訳明細書（写し）により、申立人は、平成

19年８月 13日に同社から賞与の支払いを受け、当該賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間に係る標準賞与額については、同明細書（写し）における当

該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、（＜標準賞与額＞（別添一覧表参

照））とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所は、申立人の申立期間の標準賞与額に基づく当該保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る当該保険料を納付する



義務を履行していないと認められる。  

  

  (注) 同一事業主に係る同種の案件 15件（別添一覧表参照） 

 

 

 



1　/　1

事案番号 氏　名 基礎年金番号 生年月日 都道府県
納付記録の訂正
が必要な期間

標準賞与額

3100 男 昭和24年生 平成19年8月13日 10万円

3101 男 昭和24年生 平成19年8月13日 10万円

3102 男 昭和38年生 平成19年8月13日 10万円

3103 男 昭和37年生 平成19年8月13日 10万円

3104 男 昭和30年生 平成19年8月13日 10万円

3105 男 昭和40年生 平成19年8月13日 10万円

3106 男 昭和32年生 平成19年8月13日 10万円

3107 男 昭和31年生 平成19年8月13日 10万円

3108 女 昭和46年生 平成19年8月13日 ５万円

3109 男 昭和49年生 平成19年8月13日 10万円

3110 男 昭和26年生 平成19年8月13日 10万円

3111 男 昭和47年生 平成19年8月13日 10万円

3112 男 昭和30年生 平成19年8月13日 10万円

3113 男 平成元年生 平成19年8月13日 ５万円

3114 男 昭和46年生 平成19年8月13日 ５万円



北海道厚生年金 事案 3115 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間①について申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける厚生年金保険被保険者資格取得日に係る記録を昭和 29 年６月１日、申立

期間②について申立人の同事業所における同保険被保険者資格喪失日に係る

記録を同年 11 月１日、申立期間③について申立人の同事業所における同保険

被保険者資格取得日に係る記録を 30年３月 30日に訂正し、標準報酬月額を申

立期間①及び②は１万円、申立期間③は１万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年６月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 29年 10月 30日から同年 11月１日まで 

             ③ 昭和 30年３月 30日から同年４月１日まで 

昭和 28年 11月１日にＣ市に所在したＡ社の本社にＤ職として入社し、29

年６月１日に本社からＥ町（現在は、Ｆ市）にあった同社が経営するＢ事業

所（適用事業所名は、Ａ社Ｂ事業所）に転勤した。その後、Ｂ事業所が閉鎖

となったため、41年２月 23日に退職したが、同社に勤務した期間のうち申

立期間①、②及び③について厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

Ａ社には、入社して以来途中で退職することなく継続して勤務していたの

で、全ての申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、複数の同僚の供述及び雇用保険の被保険者記録から

判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（Ａ社本社から同社Ｂ事業所

に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 



なお、申立人のＡ社本社から同社Ｂ事業所への異動日については、ⅰ）申

立人の昭和 29 年６月１日に同社本社からＢ事業所に異動となったとする具

体的な供述、ⅱ）同社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により、申立期間①当時に同社Ｂ

事業所において厚生年金保険被保険者であったことが確認でき、生存及び所

在が確認できた同僚６人（申立人が名前を挙げた同僚二人を含む。）に照会

し、全員から回答を得られたところ、そのうちの二人は、「申立人は、Ｃ市

に所在したＡ社本社から同社Ｂ事業所に異動してきた。」としており、申立

人の異動時期について当該二人のうち一人は、「私は昭和 29年４月頃にＡ社

Ｂ事業所に入社したが、その後すぐに申立人がＣ市から異動してきたと記憶

している。」と供述していること、ⅲ）前述の回答が得られた同僚６人のう

ち申立人が名前を挙げた同僚で、30 年９月に同社Ｂ事業所に入社し経理事

務に携わっていたとする者は、「私が勤務した頃は、Ａ社Ｂ事業所が同社本

社を含めた一括適用事業所となっていた。しかし、それ以前は、本社とＢ事

業所がそれぞれ適用事業所となっていた。Ｂ事業所の所在地を管轄する社会

保険事務所（当時）は、事業所から遠く離れたＧ市にあったことから、社会

保険に係る被保険者資格の得喪の手続が社員の異動と同時に行われていな

かったことも考えられる。」と供述していること等を総合的に判断すると、

29年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 29 年８月の社会保険事務所の記録から、１万円とすることが妥当

である。 

２ 申立期間②及び③について、上述１で申立人がＣ市にあったＡ社本社から

同社Ｂ事業所に異動してきたことを記憶している複数の同僚の「私が同社Ｂ

事業所で勤務していた申立期間②及び③を含む期間は、申立人は同事業所に

継続して勤務していた。」との供述、申立人の妻の「Ａ社本社から同社Ｂ事

業所に異動して以来、昭和 41 年に退職するまで本社には戻ってきていな

い。」との供述及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人が申立

期間②及び③において同社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

また、前述のＡ社Ｂ事業所で経理事務に携わっていたとする同僚は、「社

員は皆厚生年金保険に加入していた。給与は勤務していた各事業所で支給さ

れており、厚生年金保険料は必ず控除していた。申立期間②及び③当時も同

様の処理をしていたと思う。」と供述している。 

なお、申立人は昭和 29年６月１日から退職するまでＡ社Ｂ事業所で勤務

していたと主張しており、また、同僚の供述からも同社Ｂ事業所で継続して

勤務していたことが認められるところ、同社及び同社Ｂ事業所に係る被保険

者名簿によると、申立人は、同年 10月 30日に同社Ｂ事業所において厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、その後、同年 11 月１日に同社本社において



同保険の被保険者資格を再取得しているが、この同社本社への異動を裏付け

る同僚の供述を得ることができない上、同社は、商業登記簿謄本によると、

49年 10月１日に解散しており、当時の事業主も既に死亡していることから、

その事実を確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人はＡ社Ｂ事業所に継続して勤務し、

申立期間②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間②及び③の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業

所における昭和 29年９月及び 30年４月の社会保険事務所の記録から、申立

期間②は１万円、申立期間③は１万 6,000円とすることが妥当である。 

３ 申立期間①、②及び③について、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、Ａ社はオンライン記録による

と、昭和 41 年２月 23 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

いる上、商業登記簿謄本によると、49年 10月１日に解散しており、当時の

事業主も既に死亡しているため確認することができないことから不明であ

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

届出を社会保険事務所に対し行ったか否かについては、これを確認できる

関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 3116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の当該事業所における申立期間の標準賞与額に係る記録を 44 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

  住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 27日 

申立期間の標準賞与額を確認したところ、Ａ社における標準賞与額が 23

万 2,000円となっていることが分かった。 

私が所持する平成 19年 12月分賞与支払明細書では、当該賞与の支給額は

44 万円と記載されており、当該賞与支給額に見合う厚生年金保険料も控除

されていることが確認できるので、申立期間に係る標準賞与額の記録を訂正

してほしい。同社は事後訂正の届出を行ったが、申立期間の訂正後の記録は

給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準賞与額は、当初 23

万 2,000円と記録されていたが、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時

効により消滅した後の平成 22年８月 11日に 23万 2,000円から 44万円に訂正

されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基

礎となる標準賞与額は、当該訂正後の標準賞与額ではなく、当初記録されてい

た標準賞与額となっている。 



しかしながら、申立人が所持する平成 19年 12月分賞与支払明細書及び年金

事務所が保管する同年冬季ボーナス支払内訳明細書により、申立人は申立期間

において、Ａ社から賞与額(44 万円)の支払いを受け、当該標準賞与額に見合

う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が事務手続を誤ったとして、当該保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅した後に申立人に係る賞与の訂正届を提出したことが確認できること

から、社会保険事務所(当時)は、上記訂正後の標準賞与額に見合う厚生年金保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、上記訂正後の標準賞与額

に見合う当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



北海道厚生年金 事案 3117 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち平成４年４月１日から同年８月１日までの期間に

係る標準報酬月額の記録については、26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成３年 12月１日から５年 10月１日まで 

平成３年４月から７年４月までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたが、

年金記録によれば、申立期間の標準報酬月額が 26万円から 22万円に引き下

げられている。勤務していた期間において給与支給額が大きく変動した記憶

はない。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することになる。 

２ 申立期間のうち平成４年４月から同年７月までの期間については、Ｂ社が

保管する賃金台帳により、申立人が支給されていたことが確認できる報酬月

額（26 万 5,930 円）に見合う標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記録

で確認できる当該期間の標準報酬月額（22万円）より高額であるとともに、

事業主が源泉控除していたことが認められる厚生年金保険料額（１万 8,850

円）を当時の被保険者負担厚生年金保険料率（1,000分の 72.5）で除して求



められる標準報酬月額（26 万円）は、当該報酬月額に見合う標準報酬月額

と合致している。 

したがって、申立人の当該期間の標準報酬月額については、賃金台帳に

記載された報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、26 万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は同保険料を納付したと主張するが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、賃金台帳で確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う

報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったと

は認められない。 

３ 申立期間のうち平成３年 12 月については、申立人が保管する平成４年度

市民税・県民税特別徴収税額通知書により、事業主が源泉控除していたこと

が認められる３年の社会保険料等控除額（24万 9,653円）は、同年 12月の

標準報酬月額を 26 万円とした場合に控除すべき同年の厚生年金保険料合計

額（16 万 950 円）、健康保険料合計額（７万 3,260 円）及び同通知書に記

載された同年の給与の支払金額（261万 6,390円）に基づく雇用保険料合計

額（１万 4,390円）を合計した額（24 万 8,600円）とほぼ合致するものの、

当該給与の支払金額から、申立人が保管する預金通帳により、同年に支払わ

れたことが確認できる賞与の合計額（64 万 8,066 円）を除いた額（196 万

8,324円）を同年の給与支払月数（９か月）で除して求められる報酬月額（21

万 8,703 円）に見合う標準報酬月額（22 万円）は、オンライン記録で確認

できる同年 12月の標準報酬月額（22万円）と合致していることから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

４ 申立期間のうち平成４年１月から同年３月までの期間については、当該事

業所が保管する賃金台帳により、事業主が当該期間において源泉控除してい

たことが認められる厚生年金保険料額（１万 8,850円）を当時の被保険者負

担厚生年金保険料率（1,000 分の 72.5）で除して求められる報酬月額（26

万円）に見合う標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記録で確認できる

当該期間の標準報酬月額（22 万円）より高額であるものの、申立人が当該

期間において支給されていたことが認められる報酬月額（20 万 837 円）に

見合う標準報酬月額（20 万円）は、オンライン記録で確認できる当該期間

の標準報酬月額（22 万円）より低額であることから、特例法による保険給

付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

５ 申立期間のうち平成４年８月から同年 12 月までの期間については、当該



事業所が保管する賃金台帳により、申立人が当該期間において支給されてい

たことが認められる報酬月額（平成４年８月は 26 万 5,930 円、同年９月及

び同年 10月は 30万 1,020円、同年 11月及び同年 12月は 30万 4,000円）

に見合う標準報酬月額（平成４年８月は 26万円、同年９月から同年 12月ま

では 30万円）は、オンライン記録で確認できる当該期間の標準報酬月額（22

万円）より高額であるものの、事業主が当該期間において源泉控除していた

ことが認められる厚生年金保険料額（１万 5,950円）を当時の被保険者負担

厚生年金保険料率（1,000 分の 72.5）で除して求められる報酬月額（22 万

円）に見合う標準報酬月額（22 万円）は、オンライン記録で確認できる当

該期間の標準報酬月額（22 万円）と合致していることから、特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

６ 申立期間のうち平成５年１月から同年９月までの期間については、当該事

業所が保管する賃金台帳により、申立人が同年において支給されていたこと

が認められる報酬月額の合計額（377万 5,700円）を給与支払月数（12か月）

で除して求められる報酬月額（31 万 4,642 円）に見合う標準報酬月額（32

万円）は、オンライン記録で確認できる当該期間の標準報酬月額（22万円）

より高額であるものの、事業主が当該期間を含む同年１月から同年 12 月ま

での期間において源泉控除していたことが認められる厚生年金保険料合計

額（20万 100円）は、オンライン記録で確認できる同年の標準報酬月額（平

成５年１月から同年９月までは 22万円、同年 10月から同年 12月までは 26

万円）に当時の被保険者負担厚生年金保険料率（1,000分の 72.5）を乗じて

求められる厚生年金保険料額（平成５年１月から同年９月までは１万 5,950

円、同年 10月から同年 12月までは１万 8,850円）の合計額（20万 100円）

と合致していることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

７ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち平成３年 12 月から

４年３月までの期間及び同年８月から５年９月までの期間においてその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、30 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 61年５月 26日から同年８月１日まで 

申立期間はＡ社に勤務していたが、入社時の労働契約では月給 30 万円と

決めたはずなのに、オンライン記録で確認できる標準報酬月額は 26 万円と

なっている。 

昭和 61年分の所得税の確定申告書の控え（以下「確定申告書」という。）

を保管しているので、申立期間に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する確定申告書により、昭和 61 年において申立人がＡ社から

支払いを受けたことが確認できる給与支給総額（67 万 2,000 円）は、報酬月

額を 30 万円とした場合に推計される同年５月の報酬月額（日割り計算により

７万 2,000円）及び同年６月及び同年７月の報酬月額（各 30万円）の合計額

と合致することから、申立人は、申立期間において 30 万円の報酬月額を支給

されていたことが認められ、当該金額に見合う標準報酬月額（30 万円）はオ

ンライン記録で確認できる標準報酬月額（26万円）より高額である。 

また、確定申告書により、申立人が昭和 61 年において源泉控除されていた

ことが認められる社会保険料等の合計額（43 万 205 円）は、当該事業所にお

ける申立期間の標準報酬月額を 30 万円とした場合に控除されるべき申立期間

の厚生年金保険料額（５万 5,800円）及び健康保険料額（３万 7,350円）、当

該事業所における給与支給総額に基づく申立期間の雇用保険料額（3,696円）、



オンライン記録により確認できる同年１月１日から同年４月 11 日までの期間

の他の事業所における厚生年金保険及び健康保険の被保険者期間に係る標準

報酬月額（30万円）に基づき控除されるべき当該期間の厚生年金保険料額（７

万 4,400円）及び健康保険料額（５万 250円）、同事業所における当該期間の

給与支給総額（119万 9,000円）に基づく当該期間の雇用保険料額（6,595円）、

両事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記載及びＢ健康保険協

会Ｃ支部が保管する任意継続被保険者記録によって確認できる申立人の健康

保険任意継続被保険者期間（昭和 61年４月 11日から同年５月 26 日までの期

間及び同年８月１日から 62 年１月１日までの期間）に係る同保険料の合計額

（10万 9,560円）、オンライン記録により確認できる申立人の国民年金保険料

納付済み期間（昭和 61年４月及び同年８月から 11月までの期間）に係る同保

険料の合計額（３万 5,500 円）、並びに申立人の妻の国民年金保険料納付済み

期間（昭和 60年 12月から 61年４月までの期間及び同年８月から同年 11月ま

での期間）に係る同保険料の合計額（６万 2,460円）を合計した額（43万 5,611

円）とほぼ合致することから、申立人は、上記報酬月額に基づく標準報酬月額

（30 万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により源泉控除されていたこと

が認められる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、確定申告書

に記載された給与支給額及び社会保険料控除額から、30 万円とすることが妥

当である。 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が、確定申告書で確認又は推認できる給与支給額及び厚生年金保険料控除額に

見合う報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行っ

たとは認められない。 

 

 

 

 



北海道厚生年金 事案 3119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保

険者資格喪失日に係る記録を昭和 41 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付したか否かに

ついては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 41年１月 29日から同年２月１日まで 

昭和 29 年３月にＡ社に入社し、平成２年６月 30 日に退職するまで同社

に継続して勤務した。 

申立期間は、Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤した時期であるが、厚生

年金保険の加入状況について確認したところ、加入記録が無かった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及びＡ社本社が保管する申立人に係る社員名簿の

記録により、申立人がＡ社に継続して勤務し(昭和 41年２月１日にＡ社Ｂ支店

から同社Ｃ支店に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 40年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 3120 

   

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 22 年６月１日に

訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 90円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月１日から同年５月１日まで 

         ② 昭和 21年５月 30日から 22年６月１日まで 

昭和 21年４月１日から 22年５月 31日までＡ社Ｃ支店にＤ職として勤務

していたが、年金記録を確認したところ、同社に勤務していた期間のうち、

申立期間①及び②に係る厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、オンライン記録では、昭和 21年５月 30

日にＡ社Ｃ支店における厚生年金保険被保険者資格を喪失しており、申立期

間②の被保険者記録が無い。 

  しかしながら、申立人は、「結婚するためＡ社を退職したが、経済的な理

由から、結婚する前月の末日まで勤務した。」と当時の状況について具体的

に供述しているところ、戸籍謄本によると、申立人は、昭和 22 年６月＊日

に婚姻していることが確認できる。 

 また、申立人が、Ｅ学校の同期生で、Ａ社Ｃ支店にも同期で入社したとし

て名前を挙げた同僚４人のうち、生存及び所在が確認できた同僚二人に照会

したところ、共に「申立人とはＥ学校の同期生で、Ａ社Ｃ支店にも同期で入



社した。申立人は正社員のＤ職として勤務し、１年以上勤務した後に結婚の

ため退職した。」と供述しており、当該同僚二人は、同社同支店に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により、

いずれも申立期間②において厚生年金保険の加入記録が継続していること

が確認できる。 

  さらに、上記同僚二人のうち一人は、「入社時から約半年間、申立人と同

じ職場でＤ職として勤務していたが、この間、申立人の勤務形態及び業務内

容等に変更は無く、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失するような

事情もなかった。その後、私は異動したが、申立人は、結婚する前月の末日

まで継続して勤務していた。」と供述している上、申立人が後任者として名

前を挙げた者は、被保険者名簿及びオンライン記録により、昭和 22 年４月

１日にＡ社Ｃ支店における厚生年金保険の被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間②においてＡ社Ｃ支店に継続して勤務し、申立期間②に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店にお

ける昭和 21 年５月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同期入社

の同僚の社会保険事務所の記録から判断すると、90 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①について、上記同僚二人の供述から、申立人が申立期間①にお

いてＡ社Ｃ支店に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時の資料が無く、当時の状況も不明である。」

と回答している上、申立人及び上記同僚二人が名前を挙げた当時の支店長及

び事務担当者は既に死亡していることから、申立人の申立期間①における厚

生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除の状況については確認すること

ができない。 

また、申立人及び上記同僚二人は、申立人を含めてＥ学校の同期生５人が

昭和 21 年４月１日にＡ社Ｃ支店に入社した旨の供述をしているところ、被



保険者名簿により、これら５人全員が同年５月１日に同社同支店における厚

生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できるとともに、厚生

年金保険被保険者台帳索引票及び同補助簿により、この５人の厚生年金保険

被保険者記号番号が連番で払い出されていることが確認できる上、被保険者

資格取得日は、被保険者名簿及びオンライン記録とも一致している。 

さらに、上記同僚二人のうち一人は、「入社当初において、給与から厚生

年金保険料が控除されていたか否か分からない。入社時にはすぐに厚生年金

保険に加入させてもらえなかったかもしれない。」と供述しており、他の一

人からも、申立期間①に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたこと

をうかがわせる具体的な供述を得ることができなかった。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 53年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 16万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 11月 30日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間の記録が無い旨の回

答をもらったが、昭和 38年４月１日から平成 16年 10月 31日までＢ社の関

連会社（Ｃ部門）に継続して勤務していた。申立期間当時は、Ｄ社（現在は、

Ｅ社）が新たに設立されたことに伴い、Ａ社のＣ部門からＤ社に移籍した時

期であるが、勤務地及び業務内容には変更が無かった。 

申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確認で

きる給与支払票を保管しているので、申立期間について、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管する給与支払票、Ｅ社から提出された社員名簿（労働者名簿）

及び複数の同僚の供述から、申立人は、申立てに係るＢ社の関連会社に継続

して勤務し（Ａ社からＤ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人が保管する辞令書、Ｆ社から提出された

辞令簿及びＥ社から提出された社員名簿（労働者名簿）においては、申立期

間前の昭和 53年 11月１日とされているところ、同社では、「当時、関連会社

からＤ社に移籍した従業員については、移籍後、同社が厚生年金保険の適用

事業所に該当することとなった昭和 53 年 12 月１日までの期間は、異動元の



各関連会社において厚生年金保険を適用させる取扱いであったと考えられる

ことから、申立人については、異動元のＡ社において同保険を適用させてい

たものと考えられる。」と回答していることから判断すると、同年 12 月１日

とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定

し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人が保管する昭和

53 年 12 月の給与支払票から確認できる厚生年金保険料控除額から、16 万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、商業登記簿謄本により、Ａ社は昭和 62 年９月 30 日に解散

していることが確認できるとともに、当時の事業主は既に死亡しており確認

することができないが、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を 53年 12

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 11

月 30日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11月の厚生

年金保険料の納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 3122 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が、Ａ社Ｂ事業所において、昭和 19年４月 18日に厚生年

金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行

ったことが認められ、かつ、申立人の同社における同被保険者の資格喪失日は

20年 11月１日であったと認められることから、申立期間に係る同被保険者資

格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、30 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月 18日から 20年 11月１日まで 

昭和 19年４月から 20 年 10月まで志願してＡ社Ｂ事業所に勤務していた

際、Ｃ県のＤ社Ｅ事業所に派遣されて勤務したことがあり、終戦後は残務整

理のためＡ社Ｂ事業所に勤務していたが、年金記録を確認したところ、厚生

年金保険に加入していた記録が無い。勤務していたことは確かなので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人と同姓で、

名前の漢字と生年月日が相違する未統合の記録が確認できる。 

当該記録に記載されている者の生年月日について、ⅰ）昭和＊年＊月＊日で

は、当該者の厚生年金保険被保険者資格取得日の 19年４月 18日には＊歳であ

り不自然であるとともに、当該者の生年月日が申立人の生年月日の月日と類似

していること、ⅱ）当該者の厚生年金保険の記号番号の前後 20 人の者がいず

れも４年又は５年生まれであること、また、当該記録に記載されている者は、

ⅰ）申立人と名前の読みが同一であること、ⅱ）厚生年金保険記号番号が、申

立人が名前を挙げた二人の同僚の記号番号に挟まれていることが確認できる

こと、ⅲ）申立期間において、当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認でき、生存及び所在が確認できた同僚９人に照会したところ、５人から



回答が得られたが、全員が「学校卒業時に志願又は推薦されてＡ社に勤め、Ｃ

県のＤ社Ｅ事業所に派遣されて勤務したことがある。」と供述しており、申立

人の供述と合致していることなどを考慮すると、申立人は当該事業所で勤務し

ていたことが認められ、当該記録は、申立人の厚生年金保険被保険者記録であ

ると考えることが相当である。 

また、当該記録の厚生年金保険被保険者台帳に「火災類焼のため名簿照会、

事業所全喪のため照会不可能」と記載され、厚生年金保険の被保険者資格喪失

年月日が記載されていないことが確認できるものの、申立人は、「会社から残

務整理を命じられたことから、前記二人の同僚よりも２か月遅く退職した。」

と供述しているところ、当該同僚二人の厚生年金保険被保険者記録の資格喪失

日は、昭和 20年８月 22日、同年９月１日となっているほか、当該記録の記号

番号の前後の 20 人のオンライン記録を見ると、同年８月又は同年９月に多く

の者が当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること

が確認できる一方で、同年 10月に一人、同年 11月に二人、同年 12月に二人

の者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できることか

ら、申立人の同保険の資格喪失日は同年 11月１日と推認することができる。 

なお、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間当時の

厚生年金保険記号番号の欠番が多数見られるほか、同名簿では、昭和 20 年８

月から同年 11 月にかけて資格喪失者は見当たらないが、オンライン記録との

照合では、欠番となっている複数の同保険記号番号の者が、同年８月から同年

11 月にかけて資格喪失となっている上、上記当該記録に係る厚生年金保険被

保険者台帳の備考欄に「当該事業所 20 年８月書類焼失」の記載も見られるこ

とから、社会保険事務所における年金記録の管理が不適切であったと認められ

る。 

これらのことを総合的に判断すると、事業主は、申立人が、Ａ社Ｂ事業所に

おいて、昭和 19年４月 18日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届

出を社会保険事務所に対し行ったことが認められ、かつ、申立人の同社におけ

る厚生年金保険被保険者の資格喪失日は20年11月１日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、未統合の申立人の厚生年金保険

被保険者記録により、30円とすることが妥当である。 

 

 



北海道厚生年金 事案 3123  

 

第１ 委員会の結論                              

申立人のＡ社に係る申立期間の標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 59

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 44 万円と

されているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（59

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における申立期間の標

準報酬月額に係る記録を 59万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

  住 所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 11年９月 30日まで 

Ａ社で勤務していたが、申立期間の標準報酬月額が 59 万円であるべきと

ころが 44 万円となっている。同社は、既に年金事務所に訂正の届出を行っ

たが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該標準報酬月額は年金給

付に反映されていないので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

44 万円と記録されたが、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効によ

り消滅した後の平成 22年９月 15日に 59万円に訂正されたところ、厚生年金

保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額（59 万円）ではなく、当初記録されていた標準報

酬月額（44万円）となっている。 

しかしながら、申立人から提出された給与支給明細書（写し）並びに、Ａ社

から提出された非組合員賃金一覧表（98春期）（写し）及びＢ業厚生年金基金



の厚生年金基金加入員標準給与月額算定基礎届（写し）によると、申立人は申

立期間について、その主張する標準報酬月額（59 万円）に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料に

ついての納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る当該保険料（訂

正前の標準報酬月額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 3124           

 

第１ 委員会の結論                              

申立人のＡ社に係る申立期間における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果

61万 7,000円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75条本文の規

定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 59

万 7,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準

賞与額（61 万 7,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社に

おける申立期間の標準賞与額に係る記録を 61万 7,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額（59 万 7,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

  住 所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 21日 

Ａ社で勤務していた平成 17年７月 21日の標準賞与額が 61万 7,000円で

あるべきところが 59 万 7,000円となっている。同社は、既に年金事務所に

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該標準

賞与額は年金給付に反映されていないので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準賞与額は、当初

59 万 7,000 円と記録されたが、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時

効により消滅した後の平成 22年８月 30日に 61万 7，000円に訂正されたとこ

ろ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標

準賞与額は、当該訂正後の標準賞与額（61 万 7,000 円）ではなく、当初記録

されていた標準賞与額（59万 7,000円）となっている。 

しかしながら、申立人から提出された給与支給明細書（写し）及びＡ社から



提出されたＢ業厚生年金基金の厚生年金基金加入員賞与標準給与決定通知書

（写し）により、申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（61

万 7,000円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 

 



北海道国民年金 事案 1823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年２月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年２月から同年７月まで 

私は、会社を退職してＡ市の実家に戻った昭和 51 年３月頃に、私の母親

から国民年金に加入するように言われて、その時に加入した記憶がある。 

ねんきん特別便で申立期間の国民年金保険料が未納となっていることが

判明したが、申立期間以外の保険料に未納が無く真面目に納付していること

から、裏付ける資料は何も無いが、申立期間のみ保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年３月頃に国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保

険者の加入状況調査により、平成５年３月頃に払い出されたものと推測され

る上、同手帳には「５.３.23新規加入」のゴム印が押されていることから、

申立人の国民年金の加入手続はその頃に行われ、年金手帳に記載された「は

じめて被保険者となった日（昭和 51年２月 29日）」は、当該払出時期に国

民年金被保険者資格の取得日を記載したものと推認できる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間

は時効により国民年金保険料を納付することができない期間である上、申立

人に別の同手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ



とはできない。 



北海道国民年金 事案 1824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月から平成元年２月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から平成元年２月まで 

私は、昭和 61 年７月に離婚して間もなく、Ａ市Ｂ区役所で国民健康保険

の加入手続を行った際、窓口の職員から国民年金の加入を勧められた。その

際に、国民年金保険料の免除制度があることを教えられたので、私は、国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料免除申請書を提出したはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているが、免除申請手続をしたは

ずなので、保険料の免除承認の事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市の国民年金手帳前渡整理簿により、

申立人の第３号被保険者資格の取得に伴い、昭和 61 年４月以降に申立人の加

入手続によらず払い出されたことが確認できる上、申立人の年金手帳により、

申立人が同被保険者資格を取得してから平成３年頃までの期間について、必要

であった国民年金に係る氏名及び住所の変更手続等を申立人が行った形跡が

見当たらないことから、申立人の国民年金制度に関する意識が高かったものと

は認め難い。 

また、申立人の元夫が厚生年金保険の被保険者資格を昭和 61年７月 16日に

喪失したことに伴い、申立人は同日付けで第３号被保険者資格を喪失し、第１

号被保険者資格を取得する手続が必要であったところ、申立人がその喪失及び

取得の手続を行った形跡が見当たらない上、Ａ市における申立人の被保険者名

簿及びオンライン記録により、申立人の国民年金被保険者資格は、63年 11月

まで第３号被保険者として記録されており、当該記録が訂正された同月に申立

人の同被保険者資格は、61 年７月から第１号被保険者であると訂正されてい

ることが確認できることから、申立人は、申立期間のうち、61 年７月から 63



年９月までの国民年金保険料の免除申請を行うことはできなかったものと推

認される。 

さらに、申立人は、平成元年度及び３年度の国民年金保険料の免除申請を行

い承認されたものの、厚生年金保険の被保険者期間であったため、平成４年７

月 22 日に国民年金被保険者資格を取り消され、厚生年金保険被保険者期間に

訂正されたことが確認できるところ、申立人は免除申請を行ったことは１回の

みであるとしていることから、申立人の免除申請の記憶は曖昧である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



北海道国民年金 事案 1825 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私は、申立期間以前から国民年金保険料を納付しており、申立期間当時の

生活状況に変化は無いため、申立期間の保険料も継続して納付していたはず

である。 

申立期間に係る国民年金被保険者資格の喪失手続をした記憶もなく、申立

期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料の納付状況について、毎月又は３か月ごとに納付

していたとしているが、Ａ市における申立人の国民年金被保険者名簿を確認し

たところ、昭和 58 年４月１日に国民年金被保険者資格を喪失しており、昭和

59年度及び 60年度の申立人の同被保険者名簿が見当たらないことから、申立

期間は未加入期間であったものと推認でき、Ａ市から申立人に対して保険料の

納付書は交付されず、申立人は保険料を納付することができなかったものと考

えられる。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、申立期間に係る国民年金被保険者資

格の喪失日の記載がある上、申立人が第３号被保険者資格を取得する際に別の

国民年金手帳記号番号が払い出されているが、申立人が申立期間も継続して国

民年金の被保険者であり、当該期間の国民年金保険料を納付していれば、申立

人に別の同手帳記号番号が払い出されることは考え難いことから、申立人は申

立期間の保険料を納付していなかったものと推認される。 

   さらに、申立人の前述の国民年金手帳記号番号の年金記録を確認したところ、

申立期間の国民年金保険料が納付された形跡は無く、同手帳記号番号は誤って

払い出されたものとして取り消されており、このほかに申立人のものと思われ



る同手帳記号番号も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年５月から 53年３月までの期間及び 56年４月から 57年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年５月から 53年３月まで 

             ② 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私は、昭和 50年４月頃、Ａ市役所に行き国民年金に加入した。52年５月

から 53 年３月までは間違いなく毎月国民年金保険料を納めてきたので未納

期間は無いはずである。また、昭和 56 年度は国民年金保険料の申請免除期

間になっているが、私は申請免除を絶対にしていない。 

申立期間①の国民年金保険料が未納とされていること、及び申立期間②の

保険料が免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年４月頃、国民年金に加入したとしているが、申立人の

国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保険者状況調査等に

より、56 年３月頃に払い出されたものと推認でき、その時点で申立期間①の

国民年金保険料は、時効により納付することができない。 

また、申立人は、申立期間①以降、毎月、国民年金保険料を納付し、保険料

を遡って納付したことはないとしているが、ⅰ)昭和 53年４月から同年９月ま

での期間、昭和 54年度及び 55年度の保険料は過年度納付されたことが確認で

きること、ⅱ)保険料の納付日が確認できる 57年度から 59年度までの保険料

は３か月ごとに納付されていることから、これらの事実と申立人が述べている

こととが一致しない。 

さらに、申立期間②については、申立人の元妻も国民年金保険料の申請免除

期間となっている上、Ａ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿において

も申請免除期間となっており、申立人の記録に不自然な点は見当たらない。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1827 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成 10年４月から 11年２月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 平成 10年４月から 11年２月まで 

    私は、平成 10 年４月頃、前年度までと同様に当該年度の国民年金保険料

の納付書が送付されてきたことを契機に、申立期間の国民年金保険料申請免

除の手続を行った。しかし、前年度までは国民年金保険料の免除が承認され

ているにもかかわらず、申立期間のみが未納期間とされている。納得できな

いので、申立期間を国民年金保険料の申請免除期間に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料の納付書が送付されてきたこ

とを契機に、前年度までと同様に保険料の申請免除手続を行ったとしているが、

Ａ市の電算記録及び被保険者名簿には申立期間の免除申請を受け付けた記録

が無いほか、オンライン記録にも申立期間の申請免除の記録が無く、申立期間

について、免除承認通知書が作成された形跡が無い。 

   また、申立期間の国民年金保険料の申請免除を審査する資料となる平成９年

分の世帯の所得は、申立人の父親の源泉徴収票（写し）の金額により、当時の

免除承認基準を大きく上回っていることが認められる上、免除が承認されてい

る前年度の審査の対象となる平成８年分の源泉徴収票（写し）の金額と比較す

ると、｢給与所得控除後の金額｣が 50 万円程度増加していることが確認でき、

申立人は、申立期間中、家族の生活状況に大きな変化は無かったとしているこ

とから、仮に申立人が申立期間の保険料の免除申請手続を行っていたとしても、

免除が承認されたものとは考え難い。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料に係る免除申請手続を行った

ことを示す関連資料が無い上、ほかに、申立期間の国民年金保険料が免除され



ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を免除されていたものと認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1828 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 12月 

申立期間について、私は、昭和 57年 12月 16日付けで会社を退職し、58

年１月５日付けで次に就職するまでの間に、自身で国民年金への加入手続を

行い、その保険料を納付した。 

以前、Ａ職を辞める際に、納税等についての説明を受けていたことから、

厚生年金保険に加入していない期間については、忘れずに国民年金の加入手

続を行っていたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、厚生年金に加入していない期間は国民年金の加入手続を忘れずに

行っていたはずであるとしているが、申立人は申立期間において国民年金の加

入手続及び国民年金保険料の納付についての具体的な記憶がないとしている

ことから、当時の状況が不明である。 

 また、ⅰ）オンライン記録において、申立人に係る国民年金記号番号は確認

できず、申立人に対して当該記号番号が払い出された形跡は見当たらないこと、

ⅱ）申立人が申立期間当時、居住していたとするＢ県Ｃ市Ｄ区において、申立

人に係る国民年金被保険者名簿が確認できないこと、ⅲ）申立期間に係る国民

年金の被保険者資格喪失記録が、平成 14 年１月に追加して記録されたもので

あることなどから、申立期間は、当該時点までは国民年金の未加入期間であっ

たと考えられ、申立期間の国民年金被保険者資格記録が追加された平成 14 年

１月時点では、時効により申立期間の国民年金保険料を納付することができな

かったとみられる。 



 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1829 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年９月まで 

    私は、結婚のため当時勤務していた会社を退職した後、国民年金の加入手

続をＡ社会保険事務所（当時）で行い、保険料については、昭和 52 年１月

から同年３月まではＢ市に居住していたので、Ｃ銀行本店（当時）又は同行

Ｄ支店（当時）で納付していた。 

また、昭和 52 年４月に夫の勤務地がＥ市となり、同市に転居した後は、

Ｅ銀行Ｆ支店で納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、Ｅ市Ｆ

区で払い出されていることが確認できる。 

また、申立人の国民年金記号番号は、その前後の同記号番号の被保険者状況

調査により、昭和 52年 10月頃に払い出されていることが推認できる上、申立

人の年金手帳により、同年 10月 12日に国民年金任意加入被保険者の資格を取

得していることが確認でき、この記録は申立人が 55 年２月から平成４年３月

まで居住していたＧ県Ｈ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録とも

一致することから、これらの事実は、Ｂ市に居住していた時点で国民年金の加

入手続を行ったとする申立人の主張とは一致しない上、申立期間中、申立人に

対し別の国民年金記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

さらに、国民年金任意加入被保険者の保険料納付義務は、国民年金の資格を

取得した日から発生するため、制度上、申立期間の保険料を遡って納付するこ

とができないほか、申立人は、申立期間以前にも国民年金の未加入期間が散見

される。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料が納付されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1830 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年６月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 50年３月まで 

私は、昭和 45 年６月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、後日、

現在所持している年金手帳が送付されてきた。 

申立期間の国民年金保険料については、私が毎月納付書に現金を添えてＡ

信用金庫Ｂ支店の窓口で納付したと記憶している。 

   申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金の加入手続について、「昭和 45年６月頃、私

がＡ市役所で国民年金の加入手続を行った。」と述べているが、ⅰ）申立人の

国民年金手帳記号番号の払出時期については、その前後の同手帳記号番号の被

保険者状況調査により、昭和 50 年７月頃と推認できること、ⅱ）Ａ市の申立

人の国民年金被保険者名簿の備考欄に「50 年度適用者」と記載されているこ

とについて、Ａ市では、「昭和 50年度に国民年金の資格取得適用を行った者を

示すものと思われる。」と回答していることなどから、加入手続は 50年７月頃

に行われたものと認められ、その時点では、申立期間の半分以上は時効により

保険料を納付することができない期間である上、申立人は、申立期間の保険料

を遡って納付した記憶がなく、申立期間において、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

 また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、「私が毎月納付書に

現金を添えてＡ信用金庫Ｂ支店の窓口で納付した。」と述べているが、Ａ市で

は、昭和 47 年４月に納付書による納付方法に変わるまでは印紙検認方式であ

ったところ、申立人は、印紙により保険料を納付した記憶がないとしている。 

 さらに、申立人は、現在所持している年金手帳について、「国民年金の加入



手続を行った時に郵送されてきたものであり、そのほかに手帳を交付された記

憶はない。」と述べているが、その手帳の色は、昭和 49年 11月以降に使用さ

れていたオレンジ色であることから、45 年６月頃に交付を受けたとする申立

内容と一致しない。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1831 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成元年８月から６年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年８月から６年 11月まで 

    私は、平成元年８月又は同年９月頃に、Ａ市Ｂ区役所又はＣ社会保険事務

所（当時）で、国民年金の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更

手続を行い、その保険料は、毎月、家賃と一緒にＤ銀行（当時）で納付して

いたほか、同年から５年頃までの時期に、約 22万円から 32万円を、Ｅ社会

保険事務所（当時）で納付した記憶がある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年８月又は同年９月頃に国民年金の種別変更手続を行った

と主張しているところ、ⅰ）オンライン記録により、申立人の同年８月 23 日

付け第３号被保険者の資格喪失記録が、８年 10 月８日に追加処理されている

ことが確認できること、ⅱ）Ａ市の平成７年度の国民年金被保険者名簿により、

申立人の申立期間に係る国民年金の被保険者資格が、第３号被保険者のままで

あることが確認できることから、申立人が国民年金の種別変更手続を行った時

期は、８年 10 月頃であると推定され、同年同月に、国民年金の第３号被保険

者とされていた申立人は、国民年金保険料の納付が必要である第１号被保険者

として整理されたものと考えられるところ、当該整理時点において、申立期間

の大部分は時効により保険料を納付することができなかったものとみられる。 

また、申立人が、平成元年から５年までの時期に約 22万円から 32万円を一

括納付したと記憶している国民年金保険料について、申立人は、種別変更した

後の９年１月 23日に、６年 12月から９年１月までの保険料（30万 7,800円）

を一括納付していることが確認できることから、申立人が一括納付したとする

保険料は、この時に納付した保険料であった可能性も否定できない。 



さらに、申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立期間は、64 か月と長期間であるとともに、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年３月から同年９月までの期間、60年 10月から同年 12月

までの期間、61 年４月から同年８月までの期間、平成９年１月から同年７月

までの期間及び同年９月から 10 年３月までの期間の国民年金保険料について

は、免除されていたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

   住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 58年３月から同年９月まで 

② 昭和 60年 10月から同年 12月まで 

③ 昭和 61年４月から同年８月まで 

④ 平成９年１月から同年７月まで 

⑤ 平成９年９月から 10年３月まで 

    私は、申立期間に係る国民年金保険料の免除申請書をＡ市Ｂ区役所に郵送

で提出し、それぞれの申立期間について、全て電話で免除が決定したことを

知らされた。申立期間が国民年金保険料の申請免除期間とされていないこと

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58年３月に国民年金の加入手続を行い、申立期間について、

国民年金保険料の免除申請を行ったとしているが、オンライン記録により、申

立人は基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以前に国民年金に加入し

ている者に必ず付番される国民年金の記号番号が無いことが確認できること

から、申立人の国民年金のオンライン記録は、同制度の導入以降に追加整理さ

れたものである。 

また、オンライン記録により、申立期間に係る国民年金の被保険者期間は、

平成 10年８月 18日に追加整理されたものであることが確認できることから、

この時点まで申立期間は国民年金の未加入期間であり保険料の免除申請がで

きなかったと考えられるほか、申立期間当時、申立人に対し、国民年金記号番

号が払い出された形跡も見当たらない。 



さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の申請免除の承認について、

免除承認通知書を受け取っておらず、Ａ市Ｂ区役所から毎回電話で通知されて

いたものとしているが、申請免除の承認については、法令により、文書による

通知が義務付けられており、Ａ市Ｂ区役所においても、｢申請免除の決定を電

話により知らせることは一切していない。｣としていることから、申立人の主

張は不自然である。 

加えて、申立人が申立期間に国民年金保険料の免除申請を行っていたことを

示す関連資料が無く、ほかに申立期間の保険料免除申請をしていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



北海道厚生年金 事案 3125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 35年８月頃から 37年８月頃まで 

申立期間は、Ａ社の社員として勤務し、Ｂ業務に従事したが、厚生年金保

険の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 35年８月頃から 37年８月頃までの期間、Ａ社の社員とし

てＢ業務に従事した。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 42年 11月 29 日に厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなっており、商業登記簿謄本によると、同年 11月 28日株主総会

決議により解散、43年３月 25日清算結了していることが確認できる上、当時

の事業主も既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及

び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚一人についても、申立人は名字しか記憶し

ていないため個人を特定することができず、申立期間当時の申立人の勤務状況

及び厚生年金保険の適用等について供述を得ることができない。 

さらに、申立人は「Ａ社において勤務した時期は分からないが、２年ぐらい

勤務した。同社には一度しか勤務していない。」と供述しているところ、健康

保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）及

びオンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 28 年２月８日から

30 年２月３日までの期間に厚生年金保険の加入記録があることが確認できた

ことから、当該加入記録について、申立人に確認したところ、申立人は「申立

て事業所であるＡ社において、私が勤務していた時の厚生年金保険の加入記録

である。」と供述している。 



加えて、被保険者名簿を確認したが、申立人が申立期間において当該事業所

で厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録は確認できない。 

その上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。  

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3126 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年９月１日から 47年２月１日まで 

昭和 46 年９月１日から 47 年３月 22 日までＡ社（現在は、Ｂ社）にＣ

職として勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確

認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の業務内容に関する具体的供述及び同僚の供述から判断すると、入社

日及び退社日は特定できないものの、申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所に照会したところ、「当時、厚生年金保険の適用

については、試用期間中の社員、臨時社員及びアルバイトの者は加入させてい

なかった。また、当時の資料が無いため申立人の勤務履歴は確認できない。」

と回答している。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険

者原票」という。）により申立期間当時、厚生年金保険の加入記録が確認でき

る同僚 10人に照会し、６人から回答が得られたところ、そのうち５人は、「Ａ

社の試用期間は、１か月から半年ぐらいあった。」と供述しており、当該５人

のうち入社日を記憶していた３人は、被保険者原票により、記憶していた入社

日から２か月から５か月後に厚生年金保険に加入していることが確認でき、そ

のうち二人は、「厚生年金保険の未加入期間には、給与から厚生年金保険料を

控除されていなかった。」と供述している。 

さらに、Ｄ連合会に照会したところ、申立人の当該事業所におけるＥ基金



の加入記録は、昭和 47年２月１日から同年３月 22日までとなっており、厚生

年金保険の加入記録と一致している上、雇用保険の加入記録についても同年２

月１日から同年３月 22 日までとなっており、厚生年金保険の加入記録とほぼ

一致していることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

   住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月１日から 48年５月１日まで 

昭和 47年４月１日から 49年３月 16日まで継続してＡ社に勤務し、Ｂ業

務に従事していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認でき

ない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、入社日及び退社日の特定はできないもの

の、申立人が申立期間当時、Ａ社で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録によると、昭和 48 年５月１日に厚

生年金保険の適用事業所になっており、申立期間当時は同保険の適用事業所で

はないことが確認できる上、当時の事業主は病気療養中のため供述を得ること

ができないことから、当時の事務担当者に照会したところ、「申立期間は厚生

年金保険加入前の期間であり、給与から厚生年金保険料を控除していない。ま

た、独立採算であったので、親会社の社会保険にも加入していない。」と供述

している。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者原票により、

当該事業所が適用事業所となった日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ていることが確認できる同僚二人に照会したところ、共に「申立期間は厚生年

金保険加入前の期間であり、厚生年金保険料は控除されていなかった。」と供

述している。 

さらに、前述の事務担当者は、申立期間当時は、厚生年金保険料は当月控除

であったとしているところ、前述の同僚二人のうち一人が保管していた昭和

48 年４月分及び同年５月分の給与明細書によると、当該事業所が厚生年金保



険の適用事業所となる直前の同年４月分の給与からは同保険料は控除されて

おらず、適用事業所となった月の同年５月分の給与から同保険料が控除されて

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月頃から 61年３月頃まで 

申立期間については、Ａ商業施設Ｂ店でＣ業務員として勤務していた。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる書類等は無いが、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ商業施設Ｂ店の業務内容及び自身の仕事内容について詳細に

記憶していることから判断すると、時期及び期間の特定はできないものの、

申立人がＣ業務員として同店に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ商業施設Ｂ店はＡ社において厚生年金保険等に加入して

いたことから、同社に照会したところ、「申立てどおりの届出を行ったかは不

明、厚生年金保険料を納付したかは不明。申立人に該当する記録は無い。社

会保険は法律の加入条件どおりに適用している。」と回答している。 

また、申立人は、Ａ商業施設Ｂ店のマネージャーの名前を挙げていること

から、この者に照会したところ、「私はＡ商業施設Ｂ店でマネージャーをして

いたが、申立人のことは覚えていない。厚生年金保険には勤務時間等により、

加入している人と加入していない人がいた。」と回答している。 

さらに、申立人はＡ商業施設Ｂ店の店長については名字しか記憶していな

いためこの者を特定することができず、他の同僚の氏名も覚えていないこと

から、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録により、申立

期間当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる

28人に照会したところ、回答が得られた 13人全員が、Ａ商業施設Ｂ店には勤

務していないことから、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料控除の事実について供述を得ることはできない。 



加えて、申立人の夫はＤ共済組合の組合員であったことから同組合に確認

したところ、「申立人は、申立期間当時、夫の被扶養者となっている。」と回

答している。 

その上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の名

前は記載されておらず、一方、同名簿において整理番号に欠番が無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い上、雇用保険の加入記録にお

いても、当該事業所における申立人の記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3129 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から同年 10月１日まで              

昭和 32 年４月１日からＡ社Ｂ支店Ｃ事業所（現在は、Ｄ社）でＥ職とし

て勤務していたのに、厚生年金保険の被保険者資格の取得日の記録が同年

10月１日となっているのはおかしい。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間について、Ｆ職員等退職票により、申立人がＡ社Ｂ支店Ｃ事業所に

勤務していたことは認められる。 

しかしながら、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によ

ると、当該事業所は、昭和 32年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、申立期間当時は適用事業所に該当していなかったことが確認できる上、

同日から当該事業所において厚生年金保険の被保険者であったことが確認で

きる者５人（申立人を除く。）のうち生存及び所在が確認できた二人は共に、

同日より前の期間については厚生年金保険に加入していた形跡は無い。 

また、Ｄ社Ｇ支店に照会したところ、「資料等が見当たらなく、申立人の雇

用形態は不明である。厚生年金保険の適用事業所となる前の事業所の職員（Ｈ

共済組合員を除く。）についての公的年金の適用状況については不明であるが、

未加入ではないかと思われる。申立期間における申立人の給与からの厚生年金

保険料控除については不明である。」と回答している。 

さらに、前述の二人の同僚に照会したところ、回答が得られた一人は、｢申

立人と同じく昭和 32 年４月からＡ社Ｂ支店Ｃ事業所で勤務していた。厚生年

金保険の加入については記憶していない。｣と述べている上、申立人が名前を



挙げた同僚 11 人のうち、当該事業所における厚生年金保険被保険者記録が確

認できた二人に照会したところ、回答が得られた一人は、「昭和 27 年から 42

年まで勤務していた。その期間は共済組合員期間であった。」と述べており、

同人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3130 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月１日から 51年５月頃まで 

申立期間は、Ａ社に正社員でＢ業務員として継続して勤務していたが、厚

生年金保険の被保険者資格の喪失日が、昭和 50 年７月１日になっているの

で、厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録により、申立人はＡ社を昭和 50年６月 30日に離職

していることが確認でき、これは、申立人に係るオンライン記録の厚生年金

保険被保険者資格喪失日(離職の翌日)と一致する。 

   また、オンライン記録によると、当該事業所は平成 17 年３月１日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主に照会したとこ

ろ、「確認できる資料は無いが、正社員の退職と同時に厚生年金保険被保険者

資格の喪失手続を適正に行っていた。」と回答しており、申立人の申立期間

に係る勤務実態や厚生年金保険の適用状況について確認できる資料及び供述

を得ることはできない。 

   さらに、申立人は、当該事業所で一緒に勤務していた同僚の名前を記憶して

いないことから、オンライン記録により、申立期間当時に当該事業所におい

て厚生年金保険被保険者記録が確認できる者７人に照会したところ、そのう

ち回答が得られた６人全員が、「申立人の名前に記憶はない。私が退職した

時期と厚生年金保険被保険者資格の喪失日は一致している。」と述べている

上、オンライン記録により、当該同僚６人の当該事業所における厚生年金保

険被保険者資格喪失日の記録は、自身が記憶している退職時期とほぼ一致し

ていることが確認できる。 



   加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3131 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 50年１月１日まで              

昭和 45年 10月から 50年２月末までＡ事業所でＢ業務担当として勤務し

ていた。Ａ事業所は、当初は個人経営であったが、48年 10月からＣ社とし

て会社組織になったので、この時から厚生年金保険に加入しているはずであ

る。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の申立内容及び複数の同僚の供述により、申立人が申立期間において

Ｃ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和 50 年１月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所に該

当していなかったことが確認できる上、同日から当該事業所において厚生年金

保険の被保険者であったことが確認できる者 18 人（申立人を除く。）の年金

記録を確認したところ、全ての者が申立期間については当該事業所における厚

生年金保険の加入記録が確認できない。 

また、オンライン記録によると、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなっており、申立期間当時の事業主も既に死亡していることか

ら、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚４人及びオンライン記録により当該事業

所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 50 年１月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得していることが確認でき、所在が確認された７人に照会し



たところ、回答を得られた７人のうち５人が、「昭和 50年１月１日以前から勤

務していた。」と述べており、このうち一人は、「厚生年金保険には勤務当初か

らは加入しておらず、厚生年金保険に加入していない時は、給与から厚生年金

保険料が控除されていない。厚生年金保険に加入する前は国民年金に加入して

いた。」と述べていることから、当該同僚の年金記録を確認したところ、申立

期間は国民年金に加入し国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、前述の回答が得られた５人のうち１人が保管する給与明細によると、

昭和 50年２月分の給与から厚生年金保険料の控除が開始されており、49年 11

月分、同年 12月分及び 50年１月分の給与からは厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できる。 

その上、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3132 

            

第１ 委員会の結論   

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等      

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年２月頃から同年３月 15日まで 

             ② 昭和 42年５月 15日から同年７月頃まで 

             ③ 昭和 42年８月頃から同年９月頃まで 

申立期間①については、Ａ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｂ支店）Ｄ事業部（以

下「Ｄ事業部」という。）において臨時職員として勤務し、申立期間②及び

③については、Ａ社Ｂ支店Ｅ事業部（以下「Ｅ事業部」という。）において

臨時職員として勤務していたので、厚生年金保険料控除の事実を確認できる

資料は無いが、各申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間①から③までにおける勤務実態等についてＣ社に照会

したところ、「各申立期間に係る賃金台帳や人事記録等の資料は残されてい

ない。」と回答しており、申立人の各申立期間における勤務実態及び厚生年

金保険の適用状況について確認できない。 

また、申立人は、「各申立期間においては臨時職員として勤務し、臨時職

員の時は２か月を超えて継続して勤務できなかった。」と述べているところ、

Ｃ社から提出のあった「準職員就業規則」によると、申立人の職種は臨時雇

であったものと思われる上、厚生年金保険法の適用除外に該当していたと考

えられる。 

２ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人が名前を挙げた同

僚３人は生存及び所在が確認できない上、申立期間①当時、Ｄ事業部におい

て厚生年金保険の被保険者であった者が一人確認できるものの、同人の所在

も確認できないことから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年



金保険の適用状況について供述を得ることができない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人

の氏名は記載されておらず、一方、健康保険の整理番号に欠番も無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

３ 申立期間②及び③について、オンライン記録によると、申立人が名前を挙

げた同僚３人は生存及び所在が確認できないことから、Ｅ事業部において厚

生年金保険被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が確認できた７

人に照会したところ、回答が得られた４人全員が、「申立人と一緒に勤務し

たか否か分からない。」と述べており、これらの者から、申立人の申立期間

②及び③における勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について具体的な

供述を得ることができない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、申立人

について、「資格取得日昭和 42年３月 15日、資格喪失日同年５月 15日」と

記載されており、この記録は訂正等の形跡も無い。 

４ 申立期間①から③までについて、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の全ての申立期間に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3133（事案 2312の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月８日から同年 12月 14日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）の申立てについては、平成 22 年７月９日付けで年

金記録の訂正のあっせんは行わないとの通知があった。今回、当時の資料を

再度探したところ、昭和 37年 12月及び 38 年２月の給料袋が見つかった。

また、時期は不明であるが、在職中に社員カードの書換えがあった際、私の

入社年月日が間違っていたため訂正されたことがあったこと、及び 37 年当

時、会社が保管する健康保険証発行原簿の入社年月日が訂正されたことを確

認したことを思い出したので、当時の担当者及び事業所に確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が保管していた退職金計算書及び

Ｂ社から提出された社員カードにより、申立人は、申立期間において同社に勤

務していたことは認められるものの、ⅰ）同社に照会したところ、｢当時の書

類を保管していないため、申立人の厚生年金保険の適用状況は不明である。ま

た、申立期間当時、試用期間が３か月あり、その間に勤務状況をみて厚生年金

保険に加入させていたようである。そのため、入社日と厚生年金保険の加入日

が異なる者が多い。厚生年金保険に加入させる時期は従業員により異なってい

た。厚生年金保険に加入させる前に給与から保険料を控除していなかった。｣

と回答していること、ⅱ）申立人が名前を挙げた同僚３人のうち２人は、オン

ライン記録により、同社で申立期間において厚生年金保険の加入記録が確認で

きるが、このうち一人は既に死亡しており、他の一人及び同社で申立期間にお

いて同保険の加入記録が確認できない一人からは、申立人の厚生年金保険の適

用状況について具体的な供述が得られなかったこと、ⅲ）オンライン記録によ

り、申立期間当時、同社において厚生年金保険の被保険者資格を有していたこ



とが確認でき、かつ、生存及び連絡先が確認できた者６人、並びに申立人の厚

生年金保険の被保険者資格取得日である昭和 37年 12月 15日に被保険者資格

を取得したことが確認でき、かつ、生存及び連絡先が確認できた４人の合計

10人に照会したところ、回答があった６人のうち２人が｢入社してから３か月

間の試用期間があり、その間は厚生年金保険料を控除されていなかった。｣と

供述し、３人（Ｃ係、Ｄ係及びＥ係各一人）が｢試用期間はなく入社と同時に

厚生年金保険に加入し、保険料を控除されていた。｣と供述し、残り一人は｢厚

生年金保険の加入の取扱いについては不明である。｣と供述していること等か

ら判断すると、同社では、申立期間当時、全ての従業員について入社時から同

保険に加入させていたものではなく、従業員により異なる取扱いを行っていた

ことがうかがえること、ⅳ）同社が加入するＦ業健康保険組合に照会したとこ

ろ、｢申立人が組合員となった時期は、昭和 37年 12月 15日である。｣と回答

しており、これは、申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した時期と一致

していること、ⅴ）Ａ社の事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健

康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したが、申立期間において申立人の名

前は記載されていない上、申立人が記載されているページには、資格取得日は

37 年 12 月 15 日と記載され、取得日が訂正された形跡も見当たらないこと等

を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年７月９日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、新たな資料として昭和 37 年 12 月の賞与袋、賞与計算書及び 38

年２月の給与袋を提出しているが、これらは、申立期間において給与から厚生

年金保険料が控除されていた事実を確認できる資料とは認められない。 

また、申立人は、｢在職中に社員カードの書換えがあった際、私の入社年月

日が間違っていたため訂正されたことがあるので、当時の担当者に確認してほ

しい。｣として二人の同僚の氏名を挙げているが、一人は既に死亡しており、

別の一人に照会したところ、｢社員カードの書き換えがあったことは覚えてい

るが、申立人の入社年月日が訂正されたか否かは分からない。試用期間の関係

で、入社年月日と厚生年金保険の被保険者資格取得日が異なることはあると思

う。｣と述べている。 

さらに、申立人は、｢Ａ社には、永久保存の健康保険被保険者証発行原簿が

あり、当時、同原簿の日付が訂正されたことを確認したことを思い出したので、

現在のＢ社に確認してほしい。｣と述べていることから、Ｂ社に照会したが、｢Ａ

社とＧ社が平成 16年４月に合併した際、それより 10年前の書類は全て廃棄し

ていることから、健康保険被保険者証発行原簿は残されていない。｣と回答し

ている。 

これらのことから、年金記録の訂正につながる新たな関連資料及び周辺事情

があるとは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな



事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 3134(事案 306及び事案 1500の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 45年８月まで 

             ② 昭和 45年 10月から 48年５月まで 

申立期間①については、Ａ社に勤務しており、Ｂ業務に従事していた。ま

た、申立期間②については、Ｃ社に勤務しており、Ｄ事業所でＥ業務等の仕

事をしていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、両

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしいと

申し立てたが認められなかった。納得できないので、再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録によると、Ａ社は、

昭和 50 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間①は

適用事業所に該当していなかったことが確認できること、ⅱ）申立人に係る勤

務実態や厚生年金保険の適用について同社に照会したところ、これらの事実を

確認できる関連資料や供述を得ることはできなかったこと、ⅲ）元事業主の息

子及び一緒に勤務していた同僚一人に照会したところ、申立人が申立期間①に

おいて厚生年金保険料を給与から控除されていたことを示す具体的な供述及

び関係資料の提出が得られないこと、ⅳ）オンライン記録により同社において

厚生年金保険の適用時から加入していた被保険者について、厚生年金保険の加

入記録を確認したところ、申立期間①は別の事業所に勤務しているか、あるい

は、厚生年金保険に加入した形跡は見当たらないこと、ⅴ）同社における雇用

保険の記録においても、申立人の加入記録は存在しないこと、また、申立期間

②については、ⅰ）申立人に係る勤務実態や厚生年金保険の適用についてＣ社

に照会したところ、これらの事実を確認できる関連資料や供述を得ることはで



きなかったこと、ⅱ）元事業主の妻、息子及びＤ事業所の所長に照会したとこ

ろ、申立人が申立期間②において厚生年金保険料を給与から控除されていたこ

とを示す具体的な供述及び関係資料の提出が得られないこと、ⅲ）オンライン

記録により申立期間に同社において勤務していたことが確認できる者に照会

したが、「申立人の名前に記憶がなく、厚生年金保険の加入状況については分

からない。」と述べていること、ⅳ）同社における雇用保険の加入記録におい

ても、申立人の記録は存在しないこと、ⅴ）厚生年金保険被保険者名簿には申

立人の名前は記載されておらず、一方、同名簿において健康保険の整理番号に

欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難いことなどを理

由として、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年 11 月 20 日付け及び 21 年

11月 20日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の再々申立てに当たり新たな資料等を提出することなく、申

立期間①については同僚の名前及び申立期間②についてはＤ事業所の所長の

名前を挙げて、両申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしいと主張しているが、当該主張は当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、

両申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 40年７月から 44年７月 21日まで 

昭和 38年か 39年頃から 45年７月までＡ社に正社員のＢ職として勤務し

ていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所となって以降の申立期間につい

て厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する辞令簿及び雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期

間を含む昭和 37年 11 月 16日から 45年７月 25日までの期間において同社に

継続して勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、事業所名簿によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 41年５月１日であることから、申立期間のうち 40年７月

から同日までの期間については、同保険の適用事業所であった形跡が無い。 

また、Ａ社に照会したところ、「当社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは昭和 41 年５月１日であるが、当社が保管する健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認通知書によれば、当時、当社が申立人の同資格取得日を 44

年７月 21日として届け出たことが確認できることから、何らかの理由により、

同日以前の期間においては申立人を厚生年金保険に加入させていなかったも

のと考えられ、当該期間の厚生年金保険料を給与から控除することも無かった

と考えられる。」と回答しており、申立人が申立期間において厚生年金保険に

加入していたことを裏付ける資料、供述等は得られなかった上、同社から提出

された健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書(写し)によると、同

社が、申立人の同資格取得日を昭和 44年７月 21日として届け出たことが確認



できる。 

また、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたとする同僚３人のうち、生

存及び所在が確認できた者二人は、当該事業所に入社した時期について、それ

ぞれ昭和 37 年９月、41 年 10 月であったと供述するところ、当該事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）によ

れば、このうちＢ職であったと供述する一人については、申立人と同日の 44

年７月 21 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認できるほか、

Ａ社に勤務していたと供述する他の一人については、当該事業所で厚生年金保

険の被保険者であった形跡が無い。 

さらに、オンライン記録により、前述の同僚一人を除き、当該事業所におい

て申立人と同日の昭和44年７月21日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

たことが確認でき、生存及び所在が確認できた者７人に照会したところ、回答

が得られた４人のうち入社時期に係る供述が得られた二人は、当該事業所に係

る被保険者原票によると、自身が記憶する入社時期から、それぞれ９年後、２

年後に厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認できる上、両人から

同保険の被保険者資格を取得する前の期間において同保険料が給与から控除

されていたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

加えて、オンライン記録により、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所と

なった昭和 41 年５月１日に同保険の被保険者資格を取得したことが確認でき、

生存及び所在が確認できた者 12 人が供述する当時の職種は、Ｃ業務主任、Ｄ

業務担当、Ｅ業務主任、Ｆ業務主任、Ｇ業務担当、Ｈ業務担当等であることか

ら、Ｂ職であった申立人とはいずれも立場が異なっていたと考えられるほか、

このうちＣ業務主任であったと供述する者は、「昭和 41 年５月１日に会社が

厚生年金保険の適用事業所となる以前は、従業員全員が雇用保険と組合健康保

険にのみ加入していた。また、適用事業所となった後も、勤務していた従業員

について、上司の判断でばらばらに同保険に加入させていたと記憶しており、

同保険に加入させる前の期間において、厚生年金保険料を給与から控除するこ

とはなかった。」と供述している。 

その上、Ｉ健康保険組合に照会したものの、「当時の資料が保存されていな

いため、申立人の組合員記録を確認することができない。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3136（事案 2290の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月頃から 39年４月頃まで 

申立期間は、Ａ氏所有のＢ船に乗船していたが、船員保険の加入記録が確

認できない。 

今回、当時の船頭の息子に、船員保険加入証明書を書いてもらったので、

申立期間について船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）船舶所有者名簿及び船員保険被保険

者名簿により、申立期間当時、Ｂ船の船舶所有者であったことが確認できる者

は既に死亡していることから、申立人に係る勤務実態及び船員保険の適用状況

について確認することができないこと、ⅱ）申立人がＢ船の船長であったとす

る者に照会したものの、申立人が申立期間において同船舶に乗船していたこと

を裏付ける供述は得られなかったこと、ⅲ）オンライン記録により、申立期間

当時、当該船舶において船員保険の被保険者であったことが確認できる者のう

ち、所在が確認できた 11人（前述の申立人が船長であったとする者を除く。）

に照会したところ、回答が得られた８人のうち４人は、「申立人を知らない。」

と述べているほか、申立人を記憶していると供述する他の４人からも、申立人

が申立期間において同船舶に乗船していたことを裏付ける供述は得られなか

ったこと、ⅳ）同船舶に係る申立期間の船員保険被保険者名簿において申立人

の氏名は無い上、被保険者証番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落

したものとは考え難いことを理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成

22 年７月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回、当該船舶の船頭であった者の息子が作成した「船員保険加

入証明書」を提出し、「証明書があるので、申立期間について船員保険の被保



険者であったことを認めてほしい。」と主張するが、当該証明書においては、

申立人が申立期間において当該船舶に乗船し、船員保険に加入していた旨の記

載が無い上、当該証明書の作成者に照会したところ、「申立人から要請された

ので証明書を作成したが、私は当時中学生であったことから、申立人が申立期

間当時、Ｂ船に乗船していたかどうかや、船員保険に加入していたかどうかは

分からないため、そのことは書いていないはずである。父は、船員保険に加入

させなければならない時には間違いなく加入手続を行ったはずなので、加入記

録が無いとすれば、乗船していなかったか、又は乗船していたのが他の船舶で

あったとしか考えられない。当時を知る者に聞いてみたものの、申立人がＢ船

に乗船していたことをだれも記憶していなかった。」と供述しており、申立人

が申立期間において当該船舶に乗船し、船員保険に加入していたことを裏付け

る資料や供述は得られなかったほか、申立人が、「当時、船員保険料を、船頭

（会計担当者）に現金で届けていた。」と主張するところ、申立人が当該船舶

の船長であったとする者、及び船員保険被保険者名簿により、申立期間前後に

当該船舶所有者の船舶において船員保険の被保険者であったことが確認でき、

生存及び所在が確認できた者６人の合計７人に再度照会したところ、船員保険

料の控除方式について供述が得られた３人は、いずれも「当時、船員保険料は

給与から控除されており、同保険料を会計担当者に現金で届けることはなかっ

た。」と供述していることから、当該主張も不自然であることを踏まえると、

これらの主張は当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月から 44年５月まで 

    申立期間は、Ａ町にあったＢ社に勤務し、Ｃ業務に従事したが、厚生年金

保険の加入記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の同僚に関する具体的な供述内容及び同僚の供述から判断すると、就

職日及び退職日の特定はできないものの、申立人が申立期間中にＢ社で勤務し

ていたことは推認できる。 

 しかしながら、事業所索引簿によると、申立期間当時、当該事業所が厚生年

金保険の適用事業所であった形跡は無い上、当該事業所の所在地を管轄する法

務局においても商業法人登記が確認できないほか、当時の事業主は既に死亡し

ていることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認

できない。 

 また、申立人及び申立人が名前を挙げた同僚は、申立期間当時の当該事業所

の従業員数について、いずれも自身を含め４人であったとしていることから、

当該事業所は申立期間当時、厚生年金保険法第６条に規定する適用事業所の要

件を満たしていなかったものと認められる。 

さらに、申立人が後任者として名前を挙げた同僚は、「私は申立人がＢ社を

退職した後に、同社に採用となった。当時、Ｂ社は厚生年金保険に加入してお

らず、私は国民年金に加入していた。」と供述している上、オンライン記録に

よると、この同僚は、当該事業所に勤務していたとする期間において、厚生年

金保険に加入した形跡が無く、20 歳になると同時に国民年金に加入し、国民

年金保険料を納付していることが確認できる。 

 加えて、申立人が名前を挙げた同僚３人のうち、平成５年まで当該事業所に



勤務していた同僚一人は、Ｄ国民健康保険組合の記録によると、当時、同国民

健康保険組合の加入員であったことが確認できるものの、オンライン記録によ

ると、申立期間当時、厚生年金保険に加入した形跡は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年５月１日から同年 11月１日まで 

昭和 41年５月１日から同年 10月 31日までＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業

所にフルタイムの臨時職員として勤務し、Ｄ業務等に従事していたが、当該

期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人がＡ

社Ｃ営業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ社では、「正社員は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保

険に加入させているが、短期の臨時職員については、これら社会保険には加入

させていなかったものと考えられる。また、当社では、正社員の人事記録等に

ついて整理・保管しているが、申立人に該当する人事記録等は無い。」と回答

しており、雇用保険の被保険者記録において申立人のＡ社に係る被保険者記録

が確認できない上、申立人は、申立期間において健康保険証の交付を受けた記

憶もない。 

   また、申立人が当時の上司として名前を挙げた者及び複数の同僚は、「業務

の繁忙期には臨時職員を雇用しており、申立人もその一人であったと思うが、

臨時職員の社会保険の加入状況については分からない。」と供述しており、申

立人の申立期間における厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除をう

かがわせる具体的な供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も、給与か



ら厚生年金保険料が控除されていた具体的な記憶がない。 

加えて、申立期間当時、Ａ社Ｃ営業所の従業員が厚生年金保険の適用を受け

ていた同社Ｅ営業本部に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認した

が、申立期間において、申立人の厚生年金保険の加入記録は確認できず、一方、

健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 35年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 40年 11月から 41年２月まで 

③ 昭和 44年１月 10日から同年２月３日まで 

             ④ 昭和 44年６月 19日から同年７月１日まで 

             ⑤ 昭和 44年７月 18日から同年９月 10日まで 

             ⑥ 昭和 44年中の３か月 

             ⑦ 昭和 44年から 45年まで中の６か月 

             ⑧ 昭和 44年から 45年まで中の３か月 

             ⑨ 昭和 44年から 45年まで中の２か月 

             ⑩ 昭和 45年中の３か月 

             ⑪ 昭和 45年中の３か月 

             ⑫ 昭和 46年から 47年まで中の６か月 

             ⑬ 昭和 46年から 47年まで中の６か月 

             ⑭ 昭和 46年から 47年まで中の６か月 

             ⑮ 昭和 46年から 47年まで中の１か月 

             ⑯ 昭和 46年から 47年まで中の３か月 

             ⑰ 昭和 46年から 47年まで中の３か月 

             ⑱ 昭和 46年から 47年まで中の６か月 

             ⑲ 昭和 46年から 47年まで中の４か月 

             ⑳ 昭和 46年から 47年まで中の３か月 

                      ○21  昭和 46年から 56年まで中の１か月 

                                ○22  昭和 46年から 56年まで中の１か月 

             ○23  昭和 46年から 56年まで中の６か月 

             ○24  昭和 46年から 56年まで中の７か月  



             ○25  昭和 47年１月から同年２月まで 

             ○26  昭和 53年２月  

             ○27  昭和 55年４月 

             ○28  昭和 57年６月 19日から同年７月 12日まで  

             ○29  昭和 59年１月 28日から同年２月６日まで 

             ○30  昭和 59年 10月 16日から同年 11月１日まで 

全ての申立期間について、勤務していたのは間違いないのに厚生年金保

険の加入記録が無いのはおかしいので、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社に入社する時に、職業安定所で厚

生年金保険と健康保険に加入するとの説明を受けていた。健康保険に加入し

ていたのに厚生年金保険に加入していないわけはない。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 35 年６月１日か

ら厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時はこれに該当し

ていなかったことが確認できる。 

    また、Ａ社は、商業登記簿謄本によると、昭和 49年 10月１日に解散して

おり、当時の事業主の所在も不明であることから、申立人の申立期間①にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況について確認することができ

ない。 

さらに、申立人は、Ａ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、オン

ライン記録により、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 35年６月

１日に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得している 30 人のうち

生存及び所在が確認できた 11人に照会したところ、４人から回答が得られた

が、いずれも「申立人のことは知らない。」と供述しており、そのうちの一

人は「厚生年金保険に加入する前は、給与から厚生年金保険料は控除されて

いなかった。」と供述している。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｂ事業所で４か月勤務したはずなのに、

厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｃ社は、「当時、Ｂ事業所を経営していたのはＤ社であり、

同社に申立人の年金記録について問い合わせしたところ、記録が無いというこ

とであった。」と回答するとともに、Ｃ社では、「Ｂ事業所では、申立期間当時

パートやアルバイトは厚生年金保険には加入させていなかった。」と供述して

いる。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間②に

おいて厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた９

人に照会したところ、８人から回答が得られたが、いずれも「申立人について



は分からない。」と供述している。 

３ 申立期間③について、申立人は、「Ｅ社で３か月勤務したはずなのに、厚生

年金保険の被保険者記録が２か月しか無いのはおかしい。」と主張している。 

  しかしながら、Ｅ社の後継事業所であるＦ社は、「当時の関係書類が無く、

申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生年金保険の加入については不

明である。」と回答しており、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生

年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人は、Ｅ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間③において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた９人に照会したとこ

ろ、５人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からない。」

と供述している。 

さらに、申立人の雇用保険の加入記録によると、申立人は、Ｅ社において、

昭和 43 年 11 月 21 日に被保険者資格を取得し、44 年１月 10 日離職となって

いることが確認できる上、申立人の同社における厚生年金保険の被保険者記録

とほぼ一致している。 

４ 申立期間④について、申立人は、「Ｇ社で期間工として２か月勤務したはず

なのに、厚生年金保険の被保険者記録が１か月しか無いのはおかしい。」と主

張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人は昭和 44年６月 21日から

同年７月 18 日までＨ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが

確認でき、申立期間④の大半の期間と重複していることが確認できる。 

  また、Ｇ社の後継事業所であるＩ社は、「退職者名簿を確認したところ、申

立人は申立期間④には勤務していなかった。申立人が当社に勤務していたのは、

ⅰ）昭和 44 年５月 22 日から同年６月 18 日までの期間及びⅱ）同年７月 18

日から同月 26 日までの期間であり、ⅱ）の期間については、当社では入社し

た当該月の月末時点で在籍していない者は厚生年金保険の適用除外としてお

り、申立人も同様の扱いとしている。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ｇ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人とほぼ同時期に同社を

退職し、昭和 44年６月 21日にＨ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いることが確認できる３人に照会したところ、一人から回答が得られたが、「Ｇ

社を昭和 44年６月に数人で一緒に退職し、同年同月 21日からＨ社に行った。

その時申立人も一緒であった。」と供述している。 

 ５ 申立期間⑤について、申立人は、「Ｈ社で期間工として３か月勤務したはず

なのに、厚生年金保険の被保険者記録が１か月しか無いのはおかしい。」と主

張している。 

しかしながら、Ｈ社から提出された従業員名簿（写し）によると、申立人の



入社日が昭和 44年 6 月 21日、退職日が同年７月 17日と記載されていること

が確認できる上、申立人の同社における厚生年金保険の被保険者記録と一致し

ている。 

また、申立期間④の申立て事業所であるＧ社から提出された退職者名簿によ

ると、申立人は、昭和 44年 7月 18日から同年７月 26日までは同社で勤務し

ていたことが確認できるとともに、申立人の雇用保険の加入記録によると、申

立人がＪ社で同年８月 21 日に被保険者資格を取得し、同年９月６日離職とな

っていることが確認できることから、申立期間⑤のうちの大部分の期間をＨ社

とは異なる事業所で勤務していたことが確認できる。 

さらに、申立人は、Ｈ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人と同じ昭和 44 年６月

21 日に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる

３人に照会したところ、一人から回答が得られたが、「Ｇ社を昭和 44 年６月

に数人で一緒に退職し、同年同月 21 日からＨ社に行った。その時申立人も一

緒であったが、申立人がＨ社をいつ退職したかは不明である。」と供述してい

る。 

６ 申立期間⑥について、申立人は、「Ｋ社で期間工として昭和 44年中の３か月

間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしい。」

と主張している。 

しかしながら、Ｋ社は、「当時の資料が無いため不明である。」と回答してお

り、申立人の申立期間⑥における勤務の実態及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することができない。 

また、Ｋ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44 年及

び 45 年において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき生存及び所在が確認

できた４人に照会したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人

については分からない。」と供述している。 

７ 申立期間⑦について、申立人は、「Ｌ社で期間工として昭和 44年及び 45年

中の６か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｌ社は、「昭和 51年以前の従業員の在籍を確認できる書類は

残っていない。44年か 45年頃から引き続き在籍している社員の何人かに確認

したが、申立人の在籍は確認できなかった。当時は期間工の採用、退職が頻発

していたが、社会保険の加入状況がどのようであったかも確認できない。」と

回答しており、申立人の申立期間⑦における勤務実態及び厚生年金保険の適用

状況について確認することができない。 

また、Ｌ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44 年及

び 45 年において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確

認できた４人に照会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立



人については分からない。」と供述している。 

８ 申立期間⑧について、申立人は、「Ｍ社で期間工として昭和 44年及び 45年

中の３か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｍ社は、「当時の資料が無いため不明である。」と回答してお

り、申立人の申立期間⑧における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につい

て確認することができない。 

また、Ｍ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44 年及

び 45 年において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確

認できた４人に照会したところ、全員から回答が得られたが、いずれも「申立

人については分からない。」と供述している。 

９ 申立期間⑨について、申立人は、「Ｎ社で期間工として昭和 44年及び 45年

中の２か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおか

しい。」と主張している。 

しかしながら、Ｎ社は、「本社及び工場において確認したが、厚生年金保険

の被保険者資格取得届及び同喪失届にも該当無く、申立人が在籍していたこと

を確認することはできなかった。」と回答しており、申立人の申立期間⑨にお

ける勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、Ｎ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44 年及

び 45 年において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確

認できた３人に照会したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立

人については分からない。」と供述している。 

10 申立期間⑩について、申立人は、「Ｏ社で期間工として昭和 45年中の３か月

間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしい。」

と主張している。 

しかしながら、Ｏ社は、「申立人は季節工として勤務していた。」と回答して

いるところ、同社から提出された従業員名簿（写し）によると、申立人の入社

日は昭和 45年８月 27 日、退職日は同年９月 10日、退職理由は「病気療養の

ため」と記載されている上、申立人のオンライン記録の厚生年金保険の被保険

者期間及び同社における雇用保険の加入記録とも一致しており、申立人が当該

事業所で一緒に勤務したと名前を挙げた二人についてもこれらの記録が一致

している。 

また、Ｏ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44 年及

び 45 年において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確

認できた５人に照会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立

人については分からない。」と供述している。 

11 申立期間⑥から⑩までについて、申立人が一緒に勤務していたとして名前を

挙げた同僚二人のうち，生存及び所在が確認できた一人は、「申立人とは一緒



に 10 数社において勤務していたが、その事業所名や勤務時期についてはよく

覚えていない。また、私の厚生年金保険の被保険者記録もいくつか抜けている

が、事業所によって厚生年金保険に加入するところもあれば、加入しないとこ

ろもあったので、仕方がないと思っている。」と供述している。 

12 申立期間⑪について、申立人は、「Ｐ社Ｑ工場で期間工として昭和 45年中の

３か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかし

い。」と主張している。 

しかしながら、Ｐ社Ｑ工場は、「当社は昭和 63年から期間工の社会保険への

加入を検討し始めた資料が残っていた。」と回答しており、申立期間⑪におい

ては、期間工は厚生年金保険に加入していなかった状況がうかがえる。 

   また、申立人は、Ｐ社Ｑ工場における同僚の名前を一切記憶しておらず、同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 44年及び 45年にお

いて厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた６人

に照会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立人については

分からない。」と供述している。 

13 申立期間⑥から⑪までについて、申立人は、勤務していたとする事業所の勤

務の期間を特定しておらず、申立期間③から⑪までの期間を合計すると、昭和

44 年と 45 年の２か年において 24 か月間の厚生年金保険の新たな加入期間を

主張しているが、この間にオンライン記録により申立人の厚生年金保険の被保

険者資格取得記録が確認できる期間のみをとっても、Ｒ社（昭和 44 年２月５

日から同年５月 17日まで）、Ｇ社（昭和 44年５月 22日から同年６月 19日ま

で）、Ｈ社（昭和 44 年６月 21 日から同年７月 18 日まで）、Ｓ社（昭和 44

年 10月 22日から同年 11月 16日まで）、Ｔ社（昭和 45年５月 26日から同年

６月 10日まで）、Ｕ社（昭和 45年６月 15 日から同年７月２日まで）、Ｏ社

（昭和 45年８月 27日から同年９月 11日まで）及びＶ社（昭和 45年 11月 20

日から同年末まで）の合計 11 か月が認められ、このほかの期間においても、

雇用保険の加入記録で勤務が認められる期間があるなど、申立人の上記主張は

不自然である。 

14 申立期間⑫及び⑬について、申立人は、「Ｗ社Ｘ工場及び同社Ｑ工場で期間

工として昭和 46年及び 47年中で、それぞれ３か月ずつの勤務を２回したはず

なのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｗ社の後継事業所であるＹ社は、「社会保険に関する資料を

含め、申立人の在籍に関する資料は発見できなかった。」と回答しており、申

立人の申立期間⑫及び⑬における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することができない。 

また、申立人は、Ｗ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において厚

生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた７人に照会



したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分から

ない。」と供述している。 

15 申立期間⑭について、申立人は、「Ｚ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中で、３か月ずつ２回勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無

いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｚ社は、「申立人の在籍が確認できる資料は無かった。」と回

答しており、申立人の申立期間⑭における勤務実態及び厚生年金保険の適用状

況について確認することができない。 

また、申立人は、Ｚ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間⑭において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた７人に照会したとこ

ろ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からない。」

と供述している。 

16 申立期間⑮について、申立人は、「ａ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中の１か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、ａ社の後継会社であるｂ社は、「当時の資料は一切残ってい

ないので、回答できない。」としており、申立人の申立期間⑮における勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人は、ａ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間⑮において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた５人に照会したが、

回答が得られなかった。 

17 申立期間⑯について、申立人は、「ｃ社で期間工として昭和 46及び 47年中

の３か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおか

しい。」と主張している。 

しかしながら、ｃ社は、商業登記簿謄本によれば、平成 16 年に破産してい

ることが確認でき、当時の代表取締役は、「申立人は確かに勤務していたが、

当時の書類は無いため申立人の勤務していた時期については不明である。」と

回答しているところ、オンライン記録によると、申立人は昭和 46 年４月７日

から同年５月 20 日まで同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる上、申立人の同社における雇用保険の加入記録とも一致してい

るものの、当該期間以外についての、申立人の同社における勤務実態及び厚生

年金保険の適用状況について確認できない。 

  また、申立人は、ｃ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において厚

生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた５人に照会

したが、回答が得られなかった。 



18 申立期間⑰について、申立人は、「Ｓ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中の３か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｓ社の後継事業所であるｄ社では、「申立人は正社員であり、

厚生年金保険の資格取得日は昭和 44 年 10 月 22 日、同資格喪失日は同年 11

月 16日であり、それ以外の期間の加入実績は無い。」と回答しており、同内容

が確認できる健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書（写し）及び

同資格喪失確認通知書（写し）を提出しているところ、オンライン記録による

と、申立人は、44 年 10 月 22 日から同年 11 月 16 日まで同社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる上、申立人の同社にお

ける雇用保険の加入記録とも一致しているものの、当該期間以外の申立人の同

社における勤務実態及び厚生年金保険の適用の状況について確認できない。 

さらに、申立人は、Ｓ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において

厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた４人に照

会したところ、一人から回答が得られたが、「申立人については分からない。」

と供述している。 

19 申立期間⑱について、申立人は、「ｅ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中の６か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、ｅ社では、「当時の資料が無いため不明である。」と回答して

おり、申立人の申立期間⑱における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することができない。 

また、申立人は、ｅ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において厚

生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた二人に照会

したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分から

ない。」と供述している。 

20 申立期間⑲について、申立人は、「Ｖ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中の４か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、商業登記簿謄本によると、Ｖ社は、平成 15 年４月＊日破産

終結しており、当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の申立期間

⑲における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することがで

きない。 

また、オンライン記録によると、申立人は昭和 45年 11月 20日から 46年１

月 29 日までＶ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

きる上、申立人の同社における雇用保険の加入記録とも一致しているものの、



当該期間以外の同社における勤務実態及び厚生年金保険の加入については確

認できない。 

さらに、申立人は、Ｖ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において

厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた４人に照

会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分か

らない。」と供述している。 

21 申立期間⑳について、申立人は、「Ｕ社で期間工として昭和 46年及び 47年

中の３か月間勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはお

かしい。」と主張している。 

しかしながら、Ｕ社は、「当時の資料が無いため不明である。」と回答してお

り、申立人の申立期間⑳における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につい

て確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｕ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和 46年及び 47年において

厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた３人に照

会したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分か

らない。」と供述している。 

22 申立期間⑫から⑳までについて、申立人は、勤務していたとする事業所の勤

務の期間を特定していない上、申立期間⑫から⑳までの期間を合計すると、昭

和 46年と 47年の２か年において 38か月間の厚生年金保険の新たな加入期間

を主張しているが、この間にオンライン記録により申立人の厚生年金保険の被

保険者資格取得記録が確認できる期間が、Ｖ社（昭和 45年 11月 20日から 46

年１月 29日まで）、ｃ社（昭和 46年４月７日から同年５月 20 日まで）、ｆ

社（昭和 46年６月５日から同年７月 25日まで）、ｇ社（昭和 47年４月１日

から同年７月 21日まで）及びｈ社ｉ工場（昭和 47年９月５日から 50年９月

９日まで）が認められ、申立人の上記主張は不自然である。 

23 申立期間○21について、申立人は、「ｊ社Ｘ出張所ｋ工場で期間工として昭和

46年から 56年までの中の１か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険

者記録が無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、ｊ社は、「申立人に係る人事記録及び申立期間に係る給与資

料が現存していないため確認できない。」と回答しており、申立人の申立期間○21

における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができ

ない。 

また、申立人がｊ社Ｘ出張所ｋ工場で一緒に勤務していたとして名前を挙げ

た同僚二人のうち、生存及び所在が確認でき、回答が得られた一人は、「申立

人とは一緒に 10 数社において勤務していたが、その事業所名や勤務時期につ

いてはよく覚えていない。私の厚生年金保険の被保険者記録もいくつか抜けて



いるが、事業所によって厚生年金保険に加入するところもあれば、加入しない

ところもあったので、仕方がないと思っている。」と供述している。 

さらに、ｊ社Ｘ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申

立期間○21において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確

認できた４人に照会したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立

人については分からない。」と供述している。 

24 申立期間○22について、申立人は、「ｌ社で期間工として昭和 46 年から 56年

までの中の１か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いの

はおかしい。」と主張している。 

しかしながら、ｌ社は、「申立人が勤務していたかどうかは不明である。」と

回答しており、申立人の申立期間○22における勤務実態及び厚生年金保険の適用

状況について確認することができない。 

また、申立人は、ｌ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○22において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた５人に照会したとこ

ろ、全員から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からない。」

と供述している。 

25 申立期間○23について、申立人は、「ｆ社で期間工として昭和 46 年から 56年

までの中の６か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が１か月

しか無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、ｆ社の後継事業所であるｍ社及びｎ社の商業登記簿謄本上の

住所に照会文書を郵送したところ、「あて所に尋ねあたりません」という理由

で返送され、当時の事業主の所在も不明であることから、申立人の申立期間○23

における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することはでき

なかった。   

また、申立人は、ｆ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○23において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた３人に照会したとこ

ろ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からない。」

と供述している。 

26 申立期間○24について、申立人は、「ｏ社ｐ工場で期間工として昭和 46年から

56 年までの中の７か月勤務したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が

３か月しか無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、ｑ社では、「申立期間当時の資料は保管期限を経過している

ため破棄済みであり、不明である。」と回答しているが、厚生年金保険被保険

者資格取得日が昭和 55年 10月 16日、同資格喪失日が 56年１月 31日と記載

された健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書（写し）及び同資格

喪失確認通知書（写し）を提出しているところ、これはオンライン記録による



申立人のｏ社ｐ工場における厚生年金保険の被保険者期間及び同社同工場に

おける雇用保険の被保険者記録とも一致している。 

また、申立人は、ｏ社ｐ工場における同僚の名前を一切記憶しておらず、同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○24において厚生

年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた７人に照会し

たところ、４人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からな

い。」と供述している。 

27 申立期間○25について、申立人は、「ｒ社で期間工として２か月勤務したはず

なのに、厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしい。」と主張している。 

しかしながら、ｒ社は、商業登記簿謄本によると昭和 50年 12月＊日破産宣

告を受け、56 年８月＊日に破産終結していることが確認でき、当時の事業主

も既に死亡しているため、申立期間○25に係る申立人の厚生年金保険の適用状況

について確認することができない。 

また、申立人がｒ社で一緒に勤務していたとして名前を挙げた同僚のうち、

生存及び所在が確認でき、回答が得られた一人は、「申立人とは一緒に 10 数

社において勤務していたが、その事業所名や勤務時期についてはよく覚えてい

ない。私の厚生年金保険の被保険者記録もいくつか抜けているが、事業所によ

って厚生年金保険に加入するところもあれば、加入しないところもあったので、

仕方がないと思っている。」と供述しているものの、当該同僚は、申立期間○25

について、申立て事業所とは異なる事業所での厚生年金保険の加入記録が確認

できる。 

さらに、ｒ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○25

において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた

５人に照会したところ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人につい

ては分からない。」と供述している。 

28 申立期間○26について、申立人は、「ｈ社ｉ工場及び同社ｓ工場で期間工とし

て昭和 47年９月５日から 53年２月 20日まで継続して勤務したはずなのに、

厚生年金保険の被保険者記録が最後の１か月不足しているのはおかしい。」と

主張している。 

  しかしながら、オンライン記録によると、申立人は昭和 47 年９月５日から

50 年９月９日までｈ社ｉ工場で、同年９月９日から 53 年２月 21 日まで同社

ｓ工場で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる上、雇

用保険の記録によると、申立人は同社で 47 年９月５日から 53年２月 20日ま

で加入期間があることが確認でき、これはオンライン記録と一致しているとこ

ろ、同社の後継事業所であるｔ社では、「申立期間当時の書類は残っておらず、

当時のことについては不明であるが、給与からの厚生年金保険料の控除方法に

ついては、現在は翌月控除である。」と回答している。 

  一方、厚生年金保険法第 19 条によると、被保険者期間を計算する場合は、



月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の

前月までをこれに算入するとされており、また、同法第 14 条には、資格喪失

の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされ、申立人のｈ社ｓ

工場における資格喪失日は、昭和 53年２月 21日であることから、申立人が主

張する申立期間を厚生年金保険の被保険者期間に算入することができない。 

29 申立期間○27について、申立人は、「ｕ社ｖ出張所で期間工として３か月勤務

したはずなのに、厚生年金保険の被保険者記録が２か月しか無いのはおかし

い。」と主張している。 

しかしながら、ｕ社は、「人事情報を確認したが、資料が無く、申立人の在

籍の確認ができず、当時の担当者もいないので当時の状況は不明である。」と

回答しており、申立人の申立期間○27における勤務実態及び厚生年金保険の適用

状況について確認することができない。 

また、申立人は、ｕ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○27において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた５人に照会したとこ

ろ、二人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分からない。」

と供述している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は昭和 55 年２月４日から同年４

月８日までｕ社ｖ出張所で、厚生年金保険の被保険者資格を取得していること

が確認できる上、雇用保険の被保険者記録によると、申立人は同社同出張所で

同年２月４日から同年４月８日まで加入期間があることが確認でき、これはオ

ンライン記録と一致している。 

なお、申立人の雇用保険の記録によると、昭和 55 年４月９日から同年５月

10日までの期間、Ｗ社Ｘ工場において雇用保険の加入記録が確認できる。 

  30 申立期間○28、○29及び○30について、申立人は、「ｗ社には昭和 56 年 12月から

59年 10月まで継続して勤務していたのに、厚生年金保険の被保険者期間が３

か月足りないので被保険者期間として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人はｗ社で昭和 56 年 12 月

16日から 57年６月 19日までの期間、同年７月 12日から 58年６月 13日まで

の期間、同年６月 27 日から 59年１月 28日までの期間、同年２月６日から同

年９月６日までの期間、及び同年９月 20日から同年 10月 16日までの期間、

厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、同社に係る雇用

保険の被保険者記録とも、同年９月 20日から同年 10月 16日までの期間を除

き、一致する上、同社から提出された被保険者資格取得届（写し）及び被保険

者資格喪失届（写し）とも一致していることが確認できる。   

また、申立人は、ｗ社における同僚の名前を一切記憶しておらず、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間○28、○29及び○30において

厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた４人に照



会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも「申立人については分か

らない。」と供述している。 

31 全ての申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等は無く、申立人も、同保険料が

給与から控除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

  このほか、申立人の全ての申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間について、厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月 25日から 41年４月１日まで 

    Ａ社でＢ業務を担当していたが、昭和 38年 10月 25日に兄が経営してい

るＣ社（申立人は「Ａ社Ｄ工場」と言っている。）のＢ業務担当として転社

し、私が社会保険事務所（当時）に行き厚生年金保険の加入手続をしたはず

なのに、申立期間が国民年金に加入していて、厚生年金保険に未加入となっ

ているのはおかしいので、厚生年金保険の被保険者期間を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間においてＣ社に勤務

していたことが認められる。  

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和 53年 11月１

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄本に

よると、同年 12月 25日に解散しており、申立期間当時の事業主も既に死亡し

ていることから、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用状況について

確認することができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚３人、及び当該事業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票により、申立期間に当該事業所で厚生年金保険の被保険

者記録が確認でき生存及び所在が確認できた８人の計 11 人に照会したところ、

５人から回答が得られたが、いずれも、「申立人はＢ業務及びＥ業務を担当し

ていたが、申立人が厚生年金保険に加入していたかどうかについては不明であ

る。」と供述しており、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者資格

を取得していたことに関する具体的な供述を得ることができない。 

さらに、申立人は、Ｃ社における厚生年金保険の加入手続を申立人の兄の分

と一緒に行ったと供述しているところ、オンライン記録によると、申立人の兄



の厚生年金保険の被保険者資格取得日は昭和 38年 10月 25日であり、申立人

の同資格取得日は 41 年４月１日と全く異なる日付けで記録されていることか

ら、社会保険事務所が申立人の資格取得日の記録を間違えたとは考え難く、ま

た、仮に、38 年 10 月 25 日に申立人の厚生年金保険の資格取得届が出された

とした場合、申立期間中に行うべきその後の厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届などの機会において、当該事業所でただ一人厚生年金保険の事務手続

を行っていたと供述している申立人が、自身の被保険者記録が無いことに気付

かないことは考え難い。   

加えて、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も同保

険料が控除されていたことに関する具体的な記憶がない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   平成５年６月１日から６年９月まで 

平成５年６月にＡ社の役員に就任したことに伴い、役員報酬として月額

70万円の支給を受けていたが、標準報酬月額が従前の 36万円のままとなっ

ているので、正しい標準報酬月額の 53万円に訂正してほしい。  

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成５年６月にＡ社の取締役に就任した。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社の社会保険業務を担当しているＢ協会は、「申立人が取

締役に就任したのは、平成６年６月 29日である｡」と回答しており、同社の商

業登記簿謄本及び同協会から提出された平成６年６月 29 日開催の同社の「第

23回定時株主総会招集のご通知」により、この事実が確認できる。 

また、標準報酬月額の随時改定は､固定的賃金に変動があり、当該変動があ

った月から継続した３か月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額

等級区分に当てはめ、現在の標準報酬月額との間に２等級以上の差が生じたと

きに行われ、４か月目から標準報酬月額が改定されるところ、申立人のオンラ

イン記録では、標準報酬月額の記録が平成６年 10月１日に 36万円から 53万

円に随時改定されていることが確認できる上、Ｂ協会から提出された申立人の

同年の個人別年間給与台帳（写し）によると、申立人は、同年７月に給与支給

総額が 70 万円に改定されていることが確認でき、同年９月までは標準報酬月

額 36 万円に基づく厚生年金保険料が給与から控除されており、同年 10 月に

53 万円の標準報酬月額に基づく同保険料が控除されていることが確認できる。 

 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 



 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間においてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

                    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月１日から 50年２月１日まで 

Ａ社のＢ事業所に勤務し、Ｃ業務及びＤ業務などを担当していた。 

勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社Ｂ事業所に昭和47年１月から50年１月まで勤務していた。」

と主張している。 

しかしながら、Ａ社Ｂ事業所は、昭和 47年 12月１日に厚生年金保険の適用

事業所になり、平成 11 年４月１日に適用事業所でなくなっている上、当時の

事務責任者の生存及び所在が確認できないことから、申立人の申立期間におけ

る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況に係る関連資料及び供述を得ること

ができない。 

また、申立人の雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、当該事業所に

おいて、昭和 44年４月８日から 47年４月 19日まで勤務していることが確認

できるものの、同年９月 20日から 49年 10 月４日までの期間は、事業所の特

定はできないが、Ｅ公共職業安定所管轄地域の事業所、同年 12月２日から 50

年３月 31 日までの期間はＥ公共職業安定所にそれぞれ勤務していることが確

認できる。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚は、「厚生年金保険の適用事業所となる

前は、国民年金に加入していた。」と供述しており、オンライン記録によると、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和47年12月１日以前に当

該事業所で厚生年金保険に加入した者は確認できない。 

加えて、申立人の国民年金の加入記録によると、申立人は、昭和 46 年１月



19日に国民年金被保険者資格を取得し、同年１月分から 54年２月分までの国

民年金保険料を納付しており、申立期間は国民年金の納付済み期間であること

が確認できる。 

その上、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も同保険料が給与から控除

されていたことに関する具体的な記憶がない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


